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要約 

災害等を起因とした経済的ショックに際し，企業の回復及び事業の継続は経済上の重要

課題であるが，税制面からこの課題に対応しうるのが「欠損金の繰戻し還付制度」であ

る．しかし，当該制度の利用状況を把握することは政策評価を行うための基礎であるに

もかかわらず，公表される統計からはその実態を把握することはできない．米国の税務

申告個票データによれば，申請可能な企業のうち 37％程度しか利用していないことが

判明しているが，日本での利用状況については未解明な部分が多い． 

本稿では，国税庁が整備する法人申告パネルを活用し，日本の繰戻し還付制度の利用実

態を明らかにする．分析の結果，2015-2022 年度での制度を利用可能な中小企業を対象

としたサンプルにおける利用率は 13.6％にとどまり，さらに未利用の繰戻し還付金額

は同期間中に合計 9,834 億円にも上ることが判明した．また，利用企業の特徴としては，

資本金規模が大きい，企業年齢が高いといった要因が利用率を高める傾向が観察された．

業種別では製造業とサービス業（自動車機械修理業を除く），料理・旅館・飲食店業で

利用率が高く，地域別では東海地方と一部の東北地域において比較的高い水準にあった．
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水害被害を受けた自治体のなかでは，より被害の大きかった場合，若干利用率を高める

傾向が見られた，一方，コロナ禍においては利用率が 2.6 ポイント上昇していた．さら

に，利用率の低さの原因について重回帰分析を用いて検討したところ，税務知識を捉え

る代理変数が利用率と正の相関を示し，還付手続きの複雑性が利用抑制要因となってい

る可能性が示唆された．総じて日本における繰戻し還付の利用は低調であり，経済的シ

ョックの緩和策として十全に機能させるためには何らかの利用促進策を検討する必要

があるだろう． 

 

キーワード：法人税，税務データ，繰戻し還付 

JEL Classification codes: H25, H32, M41 

 

１．はじめに  

近年，感染症の流行や自然災害の激甚化・頻発化などを背景に，企業活動を取り巻く不

確実性がますます高まっている．企業が経済的ショックから迅速に回復し，事業継続性

を確保することは，経済の安定と成長にとって重要な課題である．税制面からこの課題

に対応する仕組みの一つが「欠損金の繰戻し還付制度」である．当該制度は日本を含む

各国で広く導入されており，企業が赤字となった際に過去の事業年度へ繰り戻して還付

を受けられる．繰戻し還付制度は主に次の 2 つの機能を有している．１つ目は，企業活

動におけるリスクの平準化である．繰戻し還付により，時点間での税引後所得を平準化

し民間事業リスクを企業と政府とで共有することが可能になる．事業リスクの共有は積

極的な投資活動を促すとの研究蓄積があり，大型投資やイノベーションの活性化が期待

できる（Langenmayr and Lester, 2018）．2 つ目は，主に非常時における景気対策機能

である．資本金等 1 億円以下の中小企業を対象とする青色欠損金の繰戻し還付制度とは

別に，災害損失に係る欠損金の繰戻し還付制度のように資本金規模に関わらず適用され

る制度も存在する．さらにコロナ禍においては，日本を含む多くの国々で，当該制度の

適用範囲の拡大や申告期限の延長等が実施された．これらの非常時における適用対象の

拡大措置は，政府の災害対策を補完し，企業の存続や事業活動の維持に資することが期

待されている． 

このように，繰戻し還付制度は負のショックに直面する企業の事業継続にとって重要な

役割を果たし得るにもかかわらず，当該制度の利用が企業の存続や行動に与える効果に

ついての検証は限られている（Dobridge 2021）．そもそも繰戻し還付制度の利用実態を
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把握することは政策評価を行うための基礎となるが，国税庁統計年報や会社標本調査等

から把握することはできない．米国の税務申告個票データを用いた Zwick (2021)によ

る分析では，申請可能な企業のうち 37％程度しか利用していないことが示されている

が，日本においてはどの程度の企業が利用しているのかについて，実態は未解明の部分

が多い． 

そこで本稿では，国税庁の整備する法人税申告書情報を基としたパネルデータ（以下「法

人申告パネル」）を活用することにより，繰戻し還付制度の利用実態を明らかにする．

具体的には，企業規模・地域・企業年齢などの企業特性ごとに集計を行い，政策策定に

おける活用を視野に基礎的な知見を記述する．また，非常時における利用率の変化を検

討するため，「商号又は名称」「本店又は主たる事務所の所在地」「法人番号」の法人番

号基本３情報（以下「法人３情報」）を媒介として地震・水害などの災害の地理情報を

紐づけ，被災地域における企業の利用動向を観察する．さらに，新型コロナウイルス感

染症の拡大前後における利用行動の違いについても検討する．また，税制の複雑性が利

用率に影響を与えているとの Zwick（2021）の指摘を踏まえ，制度への理解度や事務負

担等に関する代理変数と利用率との関係についても分析を行う． 

分析の結果，日本における繰戻し還付制度の利用は想定以上に低調であることが判明し

た．2015-2022 年度における当該制度を利用可能な中小企業サンプルでは，利用率は

13.6％にとどまり，米国の 37％と比較しても大きく下回った．さらに，同期間中の未利

用繰戻し還付金額は合計で 9,834 億円に達する．企業の特徴としては，資本金規模が大

きい企業や企業年齢が高い企業の利用率が高い傾向が認められ，業種別では製造業やサ

ービス業（自動車機械修理業を除く），料理・旅館・飲食店業で高い水準を示していた．

新型コロナウイルス感染症の影響が深刻化した時期には利用率が 2.6 ポイント上昇し

ていた．しかし推定サンプルにおける基準利用率 13.6％と比較すると上昇幅自体は比

較的大きいものの，絶対的な水準としては依然として限定的である．一方で，規模の大

きい浸水被害の際には統計的に有意な上昇が観測されたものの，上昇幅は最大でも 1.5

ポイント程度にとどまり，同様に限定的であった．以上より，繰戻し還付制度は制度と

して整備されているにも関わらず，全体的な復興政策の中では果たす役割が限定的であ

ることが示唆される． 

制度の利用決定に関しては，制度利用経験や租税特別措置法（以下「租特法」）におけ

る特別税額控除制度（以下「特別控除」）の利用経験といった税務知識，ならびに税理

士の関与との関連が強いことが明らかになった．このことから，繰戻し還付制度に対す

る理解の深さが，制度の利用判断に影響を及ぼす可能性が示唆された．  
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一方で，本稿の分析は，制度に対する知識やノウハウの有無だけでは低い利用率を十分

に説明できないことも示唆している．制度利用が税務調査を誘発するとの懸念や，金融

機関からの資金調達時にネガティブなシグナルとなり得るとの懸念が阻害要因となっ

ている可能性がある．この点を踏まえれば，繰戻し還付の利用が企業に不利に作用しな

いような制度設計を考える必要があろう． 

現実的な利用促進策としては，例えば災害発生時に，税理士会や中小企業団体等を通じ

て，繰戻し還付に関する説明会を開催することが考えられる．説明会において，企業の

制度理解を促進するだけでなく，税務当局による制度の推奨を明示することできれば，

納税者の心理的ハードルを下げることにより利用申請への後押し効果が期待できる．今

後は，災害等からの復興支援策を拡充する一環として，制度利用を促進するための具体

的な方策を体系的に検討する必要があるだろう． 

本稿の構成は以下である．2 節では繰戻し還付制度に関連する先行文献を概観する．3

節では繰戻し還付制度に関して詳述する．4 節では本稿で分析に用いるデータ及び変数

について説明を行い，5 節では繰戻し還付制度の利用状況について実態を記述する．6

節では制度利用の決定要因について，企業の特徴や環境要因との関係を中心に実証分析

を行う．そのうえで，7 節では得られた結果をもとに考察を議論し，8 節で総括を行う． 

 

２．先行研究  

２．１ 繰戻し還付制度の利用状況 

繰戻し還付制度に関する先行研究では，不況下における特例的な繰戻し期間の延長が事

業者の生存，投資，信用格付などに与える影響についての分析が行われている（Dobridge, 

2021; Bethmann, Jacob, Müller, 2018; Massenz, 2023）1．しかし，これらの既存研

究で利用されているデータでは，実際の制度利用状況を直接観測できないため，あくま

 
1 Dobridge（2021）は米国の上場企業サンプルを用い，不況対策のために導入された繰戻し期間

延長の効果検証を行い，2002 年と 2009 年に実施された延長では信用格付・生存率・投資等へ異

なる効果があり，財務状況の改善効果は後者においてのみ観察されたと報告している．Massenz 

（2023）はオランダの税務申告個票データから抽出した小規模企業サンプルを用いて，繰戻し期

間の延長は投資を上昇させるが，生存率や雇用へは影響を与えないと報告している．Bethmann et 

al（2018）は EU の未上場企業のサンプルと繰戻し還付制度の差異を用い，繰戻しによる還付額

の約３割が投資に割り当てられると推定している． 
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で制度上の利用可能性に基づく効果検証にとどまっており，企業がどのような利用行動

をとっているかについては明らかでない． 

一方，Zwick（2021）は米国の税務申告個票データを用いることで利用状況を観測し，

1998-2011 年の繰戻し還付利用可能企業のサンプルにおいて，実際に利用を行った企業

は僅か 37％にとどまることを示した．また，税務会計を担当する税理士の「洗練性」が

高いほど繰戻し還付利用率が上昇することから，利用率の低さの原因には利用にかかる

税制の複雑性が関わっていると論じている．また，Goodman, Patel, and Saunders-Scott 

(2023)は，パートナーシップとして扱われ直接所有者に所得税が課される，S 法人と呼

称される事業形態の企業の繰戻し還付利用率を算出している．一般的に S 法人は，法律

事務所などの専門サービス業やファーストフードなどのフランチャイズで用いられる．

具体的には，IRS 所得統計（Statistics of Income: SOI）の層化無作為抽出サンプル

を用いて S 法人の所有者を特定し，税務申告個票データと接合することで，約 18 万人

の個人所得税納税者のパネルデータ（2000-2017）を構築している．Goodman ら（2023）

は Zwick（2021）に倣い，繰戻し還付が利用可能なサンプルにおける利用率を算出した．

その結果，利用率は 17％と低水準である一方，繰戻し還付利用可能額の約 60％が実際

に利用されていることが明らかとなった．Goodman ら（2023）はこの乖離について，繰

戻し還付には過去の申告に対する修正申告書の提出が必要となるため事務的負担が大

きく，結果として還付額が多い S 法人のみが繰戻し還付を行っていることを反映してい

ると解釈している．なお，当該研究の対象である S 法人はパススルー企業であり，同時

期には S 法人の欠損金額の平均 68％が，所有者の賃金収入など他の所得と相殺されて

いる点には留意が必要である．したがって，この結果を法人税の文脈で比較する際には，

慎重な解釈が求められる． 

わが国においては，国税庁が公表する会社標本調査などの公的統計からは，繰戻し還付

制度の利用状況を把握することが難しい．成川（2021）は，大企業への繰戻し還付制度

の利用の制限が存在しなかった 1992 年税制改正以前に着目し，1976-1992 年度の 404

社の上場企業サンプルに基づいた分析から，利用率は 59％であると推計している．当

時の大企業では利用率が比較的高かったことを示唆する結果ではあるが，著者自身も指

摘しているように，データの新鮮性に欠けることは留意が必要である2．成川（2025）は，

 
2 制度利用可能サンプルの特定には申告所得が当期に負，前期に正の企業を特定する必要がある．

成川（2021）は 1998 年に廃止された高額納税者公示制度で公表されていた所得 4,000 万円超法

人の公表申告所得額を用い，公表が当期に「無し」，前期に「有り」に基づいて特定している．
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コロナ期の資本金の額 10 億円以下への範囲拡大の特別措置に着目し，上場企業を中心

としたデータベースの財務諸表に基づいた分析から，利用率は 36％であると推計して

いる．以上のように，世界的にも繰戻し還付制度の利用実態を詳細に把握した研究は限

られており，日本における利用実態の解明は国際的にも貴重な事例を提供すると考えら

れる． 

２．２ 繰戻し還付利用の選択要因 

標準的な企業モデルにおいては，生じた欠損金額を繰戻し還付する方が先に資金を手元

に得ることができるため，翌期以降に繰り越して控除するよりも有利である．実際に，

米国における企業の限界税率をシミュレーションする上では，企業は先ずは限度額まで

繰戻しを行った上で残余額を繰り越すことが多くの研究で想定事項となっている

（Shevlin, 1990; Graham, 1996）3．欠損金の実際の利用状況については，Cooper and 

Knittel (2006)が利用実態および仮定と現実の乖離が生むシミュレーション上の問題

点という学術的意義を明らかにするまで，そもそも選択肢であることが想定されていな

かった． 

Zwick（2021）は，納税申告における実務上のプロセスを詳述した上で，標準的なモデ

ルでは想定されていない事務負担の増加などの「摩擦」が，繰戻し還付制度の申請を控

える要因となりうることを指摘している．特に，多大な手間と時間を要するとされる米

国の代替ミニマム税（AMT）については，AMT の適用を受ける企業が繰戻し還付を申請す

る際に，過去における AMT 納税額を再計算する義務が生じることが，強いディスインセ

ンティブとなっていると述べている． 

これと関連して，標準的企業モデルにおいては，繰戻し還付の申請は自動的な現金還付

の実行のみを想定しており，申請に伴うリスクの発生は考慮されていない．しかし，米

国においては，還付請求に際して過去の納税申告書の再提出が求められるため，これが

IRS による精査を誘発し，税務調査実施の確率を高めるとの懸念が指摘されている

（Zwick, 2021; Dobridge, 2021; Massenz, 2023）． 

最適化行動に摩擦が存在する企業モデルにおいては，申請の選択は利得と費用の相対的

な規模によって決定されるが，より高い割引率を適用する企業ほど，申請によって得ら

 
正の所得が 4,000 万円以下の場合，公表「無し」となることに関しては，損益計算書の法人税額

等を使用することで修正している． 

3 日本においては欠損事業年度の欠損金の一部を繰戻還付に使い，残額を翌期繰越に回すことは

できない． 
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れる利得が大きくなるとされている（Zwick, 2021）．とりわけ，資本制約に直面する企

業では手元資金の価値が高まることに着目し，Saavedra and Hughes （2019）ならびに

成川（2021）は，資本制約の強い企業ほど申請を選択する確率が高まることを報告して

いる． 

Saavedra and Hughes （2019）は，標準な企業モデルでは想定されていない企業と潜在

的な貸し手との情報の非対称性に着目し，配当シグナリング仮説（Bhattacharya, 1979）

と同様の論理に基づいて，繰戻し還付の放棄が将来の収益性に関するシグナルを潜在的

な貸し手に伝えるという仮説を提唱している．著者らによれば，貸し手は，将来の収益

性が高いと期待される企業ほど，即時の税金還付を請求するよりも損失を繰り越す可能

性が高いと合理的に推論する．実証分析では，繰戻し還付を申請した企業では，LIBOR

と支払い金利の差であるローン・スプレッドが約 0.2 ポイント（平均 2.42 ポイント）

高いこと，また，期待利潤の変数が 25 から 75 パーセンタイルに増加すると利用率が約

1 ポイント低下すること（平均約 20％）を報告している． 

一方，成川（2021）は，同様の分析において，決算短信で公表される経営者の税引後純

利益予想値が正の場合に 1 の値をとる変数を用いている．この係数の推定値は負であ

り，Saavedra and Hughes （2019）の結果と整合的ではあるが，統計的に有意な相関関

係は認められないことを報告している． 

このほか，欠損金と租税回避の文脈における初期の研究として，Maydew（1997）は，米

国では繰戻し還付を申請すると，過去に適用した投資税額控除が認められなくなること

が，申請を差し控える理由になり得ると指摘している．また，Zwick（2021）は，企業が

将来的により高い限界税率に直面すると予想される場合，即時の繰戻し還付よりも，繰

越控除を選択する可能性に言及している．わが国においては，課税所得が軽減税率の適

用対象となる企業に関して，上述の可能性が生じうる．例えば，前期に 800 万円以下の

所得に対して課税されていた企業が，今期に赤字となり繰戻し還付の適用が可能であっ

ても，翌期に繰越控除前の所得が 800 万円を超えると見込まれる場合には，より高い本

則税率が適用される所得部分に対して控除を行うことが可能となる．このような場合に

は，繰越控除の相対的価値が高まる．割引率からの観点からは繰戻し還付の方が有利で

あるが，軽減税率の存在が，特に成長性の高い企業において，繰戻し還付の利用を抑制

する要因となっている可能性がある． 

３．繰戻し還付の制度について 

３．１ 日本における制度 



8 

 

法人税における欠損金の繰戻し還付制度は，ある事業年度（以下「欠損事業年度」）に

損失（欠損金）が生じた場合に，過去の事業年度（以下「還付所得事業年度」）で納付

した法人税額の一部について遡及的に還付を受けることができる制度である（法人税法

第 80 条）．具体的には主に，(1) 青色申告に係る制度（同条第 1 項），(2) 災害損失に

係る制度（同条第 5 項），(3) 解散等に係る制度（同条第 4 項）の 3 つが存在し，それ

ぞれ適用要件こそ異なるものの，還付金額の算定式は以下の通り共通している． 

還付金額 ＝ 還付所得事業年度の法人税額 ×  ቆ 欠損事業年度の欠損金額

還付所得事業年度の所得金額
ቇ  

より正確には，今期を𝑡 年度，当該還付金を𝑅௧，前事業年度の法人税額を𝑇௧ିଵ，当該事

業年度の所得を𝐼௧（欠損の場合は負の値），前事業年度の所得を𝐼௧ିଵとすると，還付が可

能な状況（すなわち，𝐼௧ < 0かつ𝐼௧ିଵ > 0）において還付金額は以下のように表される． 

 𝑅௧ = ቐ𝑇௧ିଵ × −𝐼௧𝐼௧ିଵ , −𝐼௧ < 𝐼௧ିଵ𝑇௧ିଵ, −𝐼௧ ≥ 𝐼௧ିଵ 
 

(1) 

上記 3 つの制度のうち，主要な制度が（１）青色申告に係る繰戻し還付制度である．本

制度では，現年度に生じた欠損金額を，現年度開始の日前「1 年」以内に開始した任意

の事業年度へ繰り戻すことで，過去に納付した法人税の還付を受けることが可能となる．

適用対象は，原則として資本金 1 億円以下の中小企業者等に該当する法人である．ただ

し，大法人による完全支配関係がある場合，大通算法人4，相互会社および外国相互会

社，公益法人等や協同組合等，または法人税法以外の法律により公益法人等とみなされ

る法人は適用対象から除外される．さらに，還付所得事業年度から欠損事業年度までの

連続した確定申告（青色申告）の実施が求められるなど，一定の要件も設けられている． 

なお，新型コロナウイルス感染症拡大を受け，新型コロナ税特法5（正式名称：新型コロ

ナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律）に

よる一時的な特例措置が整備された．具体的には，2020 年 2 月 1 日から 2022 年 1 月 31

日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について，資本金 1 億円超 10 億円以

下の法人でも青色欠損金の繰戻し還付を受けられるように適用範囲が拡大されている． 

 
4 「大通算法人」とは，通算法人である普通法人又は当該普通法人の各事業年度終了の日におい

て当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうち，いずれかの法人が次に

掲げる法人に該当する場合における当該普通法人をいう（法人税法第 66 条第 6 項）． 

5 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000025（最終閲覧日 2025 年 3 月 3 日） 
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次に，(2) 災害損失に係る繰戻し還付制度は，災害が発生した日から 1 年以内に終了す

る事業年度，または発生日から 6 か月以内に終了する中間期間において生じた災害損失

欠損金額を，現年度開始の日前 1 年以内に開始した任意の事業年度に繰り戻すことで還

付を受けられる制度である．青色申告を行っている場合には，過去 2年分の事業年度ま

で遡って繰戻しを行うことが可能となる．また，災害損失欠損金は青色申告に係る欠損

金にも該当し得るため，企業は，(1)の制度と(2)の制度のいずれかを選択して適用を受

けることができる．さらにコロナ禍にあっては，新型コロナウイルス感染症によるマス

クや消毒液，空気清浄機の購入費用，飲食業の廃棄損失などは災害損失欠損金に該当す

るとの見解が財務省から示されており6，同感染症の影響が大きかった期間においては

比較的利用しやすい状態にあったと言える． 

最後に，(3) 解散等に係る繰戻し還付制度では，法人の解散，事業の全部譲渡，会社更

生等（以下総称して「解散等」という）が生じた場合，解散等の事実が発生した日前 1

年以内に終了した事業年度，またはその事実が生じた日の属する事業年度で生じた欠損

金額がある場合に，繰り戻して法人税の還付を請求することができる． 

後述するように，本研究で使用する国税庁のデータからは，これらの繰戻し還付制度に

よる還付金額の合算値しか把握できない．したがって，分析対象は基本的に活動状態に

ある企業に絞りこみ，(3)のような解散等のケースを事実上除外したうえで，かつ脚注

9 で述べるように，(1)が(2)に比べて優先的に利用されるという仮定を置いて分析を進

めることとする． 

３．２ 地方税との関連 

地方税である法人住民税および法人事業税には，欠損金の繰戻しによる直接的な現金還

付の仕組みが原則として存在しない．このため，法人税において繰戻し還付を選択した

場合，地方税の申告において特有の税務調整が必要となる．例えば，法人税額を課税標

準とする法人住民税（法人税割）の場合，国税で還付が実行されても住民税の現金還付

は行われず，当該還付額は「控除対象還付法人税額」として，翌期以降の法人税額割か

ら控除する権利となる．この際，地方税の申告書に適切に記載しなければ，税務上の権

利として認識されない．また，法人税と地方税で欠損金の処理が異なる結果，両者の申

告上での残高管理を独立して継続させる事務負担が生じる． 

一方，欠損金の繰越控除を選択した場合は，国税と地方税で同様の繰越処理が行われる

 
6 https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure3.pdf（最終閲覧日 2025 年 3 月 3 日） 
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ため，税務会計上の処理は比較的簡素となる．以上のように，繰戻し還付はキャッシュ

フローの改善というメリットがある反面，地方税との関係において会計処理コストを増

大させる側面があるといえる． 

 

３．３ 海外における制度の導入状況 

国際的にみると，損失の繰戻し還付制度を導入する国は日本や米国に限られない．

Hanappi (2018)は，2015 年 7 月 1 日時点の制度を対象として，42 か国へ送付した質問

票に対する 34 か国からの回答を用いて，各国の損失通算ルールを比較している．当該

調査によれば，9 か国が繰戻し還付制度を導入していた 7．繰戻し期間の内訳は，1 年

を採用する国が 6か国，2 年が米国，3 年がカナダ，無制限がチリである8． 

また，経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development, 

OECD）によれば，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行開始以降，OECD 加盟国

の 38％が，損失の繰戻しに関する制度を導入または拡充させた（OECD, 2021）．新たに

制度を導入した国としては，米国，オーストラリア，オーストリア，ベルギー，チェコ

共和国，ニュージーランド，ノルウェー，ポーランドなどが挙げられる．例えば米国で

は，2017 年税制改正後に原則として廃止されていた純営業損失（Net Operating Loss, 

NOL）の繰戻しが一時的に復活した9．2018 年，2019 年または 2020 年に開始する課税年

度に生じた NOL については 5 年間の繰戻しが認められ，併せて，2018 年から 2020 年

に開始する課税年度では，「課税所得の 80％まで」という NOL 控除額の上限も一時的

に停止された．その結果，生じた NOL によって過去の課税所得を全額相殺することが可

能となった．また，オーストラリアでは，2019 年 7 月 1 日から 2023 年 6 月 30 日まで

の各所得年度に生じた損失を，2018 年 7 月 1 日以降の過年度に繰戻して控除し，還付

を受けられる制度が時限的に導入された10． 

既存制度の拡充としては，日本のほか，英国，シンガポール，ドイツなどが挙げられる．

 
7 ただし，この調査結果では日本は繰り戻し還付制度を導入していないことになっているため，

調査の正確性の程度には留意が必要である．日本のように中小企業についてのみ繰戻し還付が

認められているようなケース等が含まれていない可能性がある． 
8 Hanappi (2018) Table 2 によれば，1年の繰戻し還付制度を導入しているのは，フランス，ド

イツ，アイルランド，オランダ，シンガポール，英国である． 
9 IRS (2020) 
10 Australian Taxation Office (2023) 
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例えば英国では，2020 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までに終了する会計期間に生

じた損失について，通常 1 年であった繰戻し期間が 3 年に一時的に延長された11．なお，

直前 1 年への繰戻し可能額は無制限であるが，追加された 2 年分への繰戻については各

年につき 200 万ポンドの上限が設けられ，さらに企業グループにはグループ上限額が適

用された． 

４．データ  

４．１ 法人個票データ 

本研究では，欠損金の繰戻し還付制度の利用行動について分析を行うため，2014 年度

から 2022 年度12までの法人税申告データから構築された「法人申告パネル」を用いる．

このデータには，各事業年度における企業ごとの法人税申告書別表一（一）の申告情報

が格納されている．分析対象は，営利目的で事業活動を行う法人に限定するため，内国

普通法人等のうち「一般」「企業組合」「相互会社」「医療法人」「特定目的会社」のいず

れかに該当し，かつ稼働中である法人とした．さらに，本研究では欠損金の繰戻し還付

の利用行動を分析することが目的であるため，当該還付制度が利用可能な企業にサンプ

ルを限ることとする．具体的には以下のように制限を実施した． 

まず，青色欠損金の繰戻し還付制度を利用可能な企業は次のように定義できる．すなわ

ち，(1) 前年度および今年度いずれの事業年度においても青色申告を実施しており，

(2) 資本金 1 億円以下であり，大法人（主に資本金額が 5 億円以上の法人を指す）との

間にその大法人による完全支配関係がなく，(3) 前年度に法人税を納税しており，今年

度は欠損となっている（すなわち今年度の所得がマイナスとなっている）企業である．

なお，先述のように新型コロナ税特法による特例において青色欠損金の繰戻し還付の適

用範囲が拡大され，一部の大企業が一時的に利用可能になったが，本稿では中小企業に

焦点を当てて分析を行うこととするため関係しない．ただし，（2）の資本金要件は申告

時点の額に基づくため，前期において資本金が 1 億円超の企業であっても，申告時に 1

億円以下であれば制度の利用が可能である．また，今回の分析で利用可能な変数は，青

色申告による繰戻し還付と災害欠損に関する繰戻し還付等その他の繰戻し還付を区別

することができない．そのため本稿では，企業が複数の繰戻し還付制度を利用可能な場

合には，優先的に青色申告による繰戻し還付を利用すると仮定して分析を進めることと

 
11 HM Revenue & Customs (2021) 
12 例えば，2015 年度の情報は 2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までに事業年度末日を

迎えた企業の情報が格納される． 
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する13． 

４．２ 繰戻し還付請求可能額に関する変数の作成 

2014 年度から 2022 年度の法人申告パネルを用いて，3 節の還付金計算式に基づいて青

色欠損の繰戻し還付請求可能額を計算する．なお，計算における留意点は以下の通りで

ある．1 点目に，前年度の法人税額に関する情報が必要になるため，計算できる還付請

求可能額は 2015 年度から 2022 年度の期間である．2 点目に，還付請求可能額の計算に

おいて前年度納付税額を超えない範囲で還付請求額の 1 円未満の端数は切り捨てとな

る．3 点目に，サンプル内には実際の繰戻し還付金額が繰戻し還付請求可能額を上回っ

ているケースが僅かながら存在する（繰戻し還付額が正の企業のうち約 0.8％）．可能

性としては，計算における誤差や災害欠損に関する繰戻し還付額が比較的大きかった企

業が該当すると考えられる．ただし，繰戻し還付額が還付請求可能額を 1000 円超で上

回る観測数に限れば 0.16％程度と僅かである．分析では，青色申告に関する繰戻し還

付行動を分析するため，このように繰戻し還付額が還付請求可能額を上回る場合には，

還付請求可能額を実際の還付額とみなした処理を行う．4 点目に，逆に実際の繰戻し還

付額が繰戻し還付請求可能額を下回っているケースが存在する．この理由は，企業が何

らかの理由により意図的に限度額まで請求を行っていない可能性も考えられるが，多く

の場合両者の差は 1000 円未満に収まっており誤差のケースが殆どであると考えられる． 

その他に，分析においてはサンプルに以下の追加的制約を課すこととした．1 つ目に，

1 年間に決算が複数回存在する企業は除外する．提供されるデータでは，1 年単位で機

械的に数値の集計が行われているため，1 年間に複数の決算期が存在する場合には，法

人税額が正だが繰戻し還付を受けるケースが生じる可能性がある．例えば，1 年間が 2

決算期に分かれている場合に，前半では法人税額が生じているが，後半では繰戻し還付

を行っている場合である．このように 1 年間に 2 回以上の申告を行っているケースは，

母集団のうち 1.5％程度が該当する．2 つ目に，分析期間中において企業の 1 年間の平

均売上が 1000 万円以上の企業とする．これは，継続的に事業活動を行っている企業に

サンプルを限る目的がある．米国の繰戻し還付制度を分析している Zwick (2021)では

サンプル期間中の平均売上が 10 万ドル以上となる企業に限定しており，先行研究との

比較のためにも同様の制約を課す．最後に，企業活動の意思決定に対して少なからずイ

 
13 繰戻し還付制度のうち，青色欠損に関する制度が主なものであることに加え，災害欠損金の場

合は 2 事業年度分が繰戻し可能である一方，青色欠損は 1 事業年度の繰戻しに限られている．そ

のため，通常青色欠損による繰戻し還付制度の方が優先的に利用されると考えられる． 
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ンパクトがある水準の繰戻し還付額に対する企業行動を分析するために，繰戻し還付請

求可能額が 10 万円以上の企業とする． Zwick (2021)では繰戻し還付請求可能額が 1000

ドル以上となる企業に限定している． 

４．３ 自然災害変数の作成  

被災地に位置する企業の利用行動を検証するため，法人申告パネルと災害地理情報を紐

づける際には，国税庁が公表している法人３情報の所在地データを用いる．所在地デー

タとは，本社または主たる事業所の情報を示し，あくまで法人申告パネルと災害地理情

報を紐づけるためだけに使用する．法人３情報の「全件データ」には直近情報が格納さ

れているが，所在地は引越し等で移転しうる．このため，まず全件データの変更事由を

示す項目（処理区分）を用い，2015 年の公表当時より変更のない企業については全件デ

ータの所在地を使用する．変更のある企業については，過去に所在地の変更があるかど

うか判定したうえで，「差分データ」より取得した被災基準日の所在地を用いる．「差分

データ」には日別の更新情報が格納されているが，直近までの日別データを取得する．

なお，本稿で使用するサンプルは中小企業のため，本社または主たる事業所における深

刻な被災は事業に重大な影響を及ぼすと考えられる．しかし，中小企業が複数の事業所

を有する場合，その他の事業所の所在地は法人 3 情報に含まれないため、被災の有無に

ついての判定に用いることができないことに留意が必要である． 

被災の有無の判定は以下の手順で実施する．すなわち，(1) 被災地域ポリゴンと国勢調

査境界データ（小地域）との重複を確認し，境界内に浸水が発生した町字を特定する（以

下「浸水町字」）．次に，(2) 被災基準日に浸水町字に所在地を有する企業を抽出し，(3) 

Google のジオコーディング・サービスを用いて所在地を緯度経度に変換する．最後に，

(4) 企業の所在地が推定被災地域ポリゴン内の場合，被災企業と判定する．  

2016 年の熊本地震の被害状況には，防災科学技術研究所が公表する災害対応支援地図

の本震による推定全倒壊棟数を用いる14．この分布地図のメッシュはおよそ 300m 四方

と細かく，かつ倒壊件数が 6 段階で色分けされておりグリッド毎の被災状況を計測でき

る利点がある．ただし，家屋の多い住宅地区における倒壊棟数をより反映することには

留意が必要である． 

浸水被害については国土地理院が公表する浸水推定図を用いる15．付録表１に示す 2015

 
14 https://map03.ecom-plat.jp/map/map/?cid=11&gid=590&mid=2907（最終閲覧日 2024 年 9 月

24 日） 

15 2016 年の糸魚川駅北火災及び 2021 年の熱海市土砂災害を含む． 
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年の「関東・東北豪雨」から 2022 年の「8 月 3 日からの大雨」までの 25 件分を用いる．

この浸水推定図は被災後の航空写真等から同一機関が作成しているが，作成方法がおお

むね整合的であるという利点がある．ただし，被害状況の聞取りなども浸水判定に用い

た自治体公表の浸水図とは差異があることには留意が必要である．また，個別企業の被

災状況について確認できるという利点はあるものの，すべての浸水発生事例を網羅する

ものではないことには留意が必要である． 

浸水推定図を補完するため，国土交通省が暦年の浸水棟数や浸水被害総額等についてと

りまとめた水害統計を用いる．水害統計は市区町村レベルで集計されているため，地域

コードと年で紐づけを行う．直接には被災しなかった標本にも正の値が付与されるため，

直接的な被災の影響に加え，被災しなかった企業への間接的な影響を捉える変数である．

また，標準化に用いるため，「住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び世帯数調査」

から人口と世帯数，「住宅・土地統計調査」から住宅数を入手した． 

表 1は，水害統計に基づく変数をパネルデータに接合し，推定浸水図に基づいて作成し

た浸水カテゴリ別に申告書レベルで集計したものである．左から順に，全サンプル

（Total）, 企業の所在地が浸水町字外（Outside），浸水町字内かつ推定被災地域外

（Around），推定被災地域内の場合（Within）の各カテゴリを示している． 

パネル A は，居住されている住宅あたりの棟数を，パネル B は人口または世帯数あたり

の棟数または金額をそれぞれ示している．推定被災地域内では．被災状況を示す値が明

確に高くなっていることが確認される．また，浸水町字内も相対的に被害が大きく，特

に鉄道や水道など公共インフラを含む公益事業（public utilities）と一般資産等被害

額（農作物，agricultural produce）に関する被害額については，推定被災地域内より

も平均値が高くなっている．ただし，国土地理院による推定浸水図は網羅的ではないた

め，浸水町字外でも水害被害が発生している．以上より，浸水カテゴリと水害統計は概

ね整合的であると評価できる． 
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表 1 浸水カテゴリ別水害統計に基づく被害棟数・額（千円） 

 

Variable mean sd mean sd mean sd mean sd
Panel A: per occupied houses
Flooded houses (above floor, total) per 10,000 occupied houses 1.52 16.28 1.45 15.41 72.17 140.44 144.37 226.22
Flooded houses (under floor) per 10,000 occupied houses 3.02 31.38 2.88 29.85 136.28 252.74 293.66 415.86
Flooded houses (above floor, 1-49cm) per 10,000 occupied houses 1.12 11.26 1.09 11.00 38.28 67.21 66.18 95.82
Flooded houses (above floor, 50-99cm) per 10,000 occupied houses 0.28 4.66 0.26 4.27 19.67 52.00 43.01 84.67
Flooded houses (above floor, 100cm-) per 10,000 occupied houses 0.12 3.25 0.10 2.66 14.22 53.02 35.18 90.71
Partially damaged houses per 10,000 occupied houses 0.89 27.61 0.75 23.75 125.85 369.71 351.56 708.91
Completely destroyed houses per 10,000 occupied houses 0.25 8.76 0.21 6.95 30.75 131.67 116.96 301.46
N

Panel B: per households/residents
Affected households (above floor flooding) per 10,000 households 1.90 26.92 1.74 23.95 157.27 312.39 364.75 534.90
Affected households (under floor flooding) per 10,000 households 2.79 27.89 2.67 26.91 113.55 188.40 243.85 272.10
Affected households (complete destruction) per 10,000 households 0.22 7.52 0.19 6.12 29.15 114.71 94.13 224.38
Affected establishments per 10,000 residents 0.21 3.02 0.20 2.77 13.02 33.23 31.50 52.43
Affected farms and fisharies per 10,000 residents 0.06 1.90 0.05 1.65 6.71 30.05 11.83 35.56
Estimated damage value (private sector assets) per 1,000 residents 2.63 40.80 2.34 33.81 262.08 556.58 685.28 1078.80
Estimated damage value (agricultural produce) per 1,000 residents 0.25 24.11 0.21 21.37 53.61 394.67 31.65 296.89
Estimated damage value (public infrastructure) per 1,000 residents 2.05 24.65 1.97 23.02 84.88 283.50 114.71 308.73
Estimated damage value (private sector total) per 1,000 residents 2.88 49.10 2.55 41.60 315.68 692.74 716.93 1113.32
Estimated damage value (public utilities) per 1,000 residents 0.13 4.55 0.12 3.97 9.14 80.89 7.92 42.47
Total estimated damage value per 1,000 residents 5.06 62.64 4.64 53.89 409.71 872.68 839.55 1291.68
N

3,861

4,149

Total Outside Around Within

25,304,350

26,056,086

25,283,303

26,033,755

17,186

18,182
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４．４ その他変数の作成 

第 5節では，企業の特徴や直面する環境と繰戻し還付利用との関係を分析する．具体的

には，企業の特徴を表す説明変数として，企業の売上高，資本金規模，企業年齢，同族

企業か否か，繰戻し還付の過去の利用経験，法人税の特別控除の過去の利用経験，管轄

税務署との距離，立地都道府県，属する産業分類を用いることとした．ここで，管轄税

務署との距離は以下のように変数を構築した．法人申告パネルには詳細な地理情報が含

まれていないため，各法人の所在地については国税庁の公表している法人３情報に関す

るデータを用いて補完する．具体的には，法人３情報に関するデータから得られる各法

人の所在地情報に対してジオコーディングを行い地理座標を取得する16．そのうえで，

法人番号を用いて法人申告パネルと地理座標情報とを接合する．得られた企業の地理座

標と当該企業の管轄税務署の地理座標を用いて球面距離を得た．また，代替指標として，

管轄税務署かどうかに関わらず税務署との最短球面距離（最寄り税務署）を用いた分析

も実施する．なお，管轄税務署との距離が 100km 超となっている企業は，ジオコーディ

ングにより取得した地理座標が誤っている可能性が高いため分析サンプルからは除外

した． 

 

５ 繰戻し還付利用の状況 

５.１ 繰戻し還付利用に関する基本的な傾向 

表 2は，繰戻し還付制度を利用した企業の年度別利用件数と利用金額を示している．利

用可能企業数に対して実際に繰戻し還付を利用した企業数は少なく，利用率はわずか

11.3％から 17.4％にとどまっている．2015-2022 年度のいずれかの年に利用した企業と

しても，利用率は 18.8％である（2020 年度の値）．米国における利用率が 37％であるこ

とと比較すると，日本の繰戻し還付利用割合は著しく低いといえる．また，新型コロナ

ウイルス感染症の影響が深刻であった 2020 年度および 2021 年度は特に利用率が高ま

っているが，これは第 3 節で述べたように，コロナ禍における欠損に対する繰戻し還付

制度の適用範囲の拡大が影響していると考えられる．2015-2022 年度の間の利用可能総

額 1.28 兆円のうち，実際に繰戻し還付されたのは 23.4％の 3,010 億円である．金額ベ

 
16 ジオコーディングには，東京大学空間情報科学研究センターが提供する「CSV アドレスマッチ

ングサービス」を利用した． 
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ースでの利用割合の方が高いことから，利用可能額が高い企業における利用率が高いこ

とがわかる．次に，繰戻し還付の利用率が企業のどのような特徴と関連しているのかを

把握するために，資本金規模，企業年齢，業種，都道府県，税務署からの距離による違

いを確認する． 

 

表 2 年度別繰戻し還付制度の利用状況 

              
       

年度 利用可能 利用社数 企業割合 利用可能額 利用額 利用額割合 

  企業数   （％）  （億円） （億円） （％）  

2015 77,265 9,513 12.3% 1,319 281 21.3% 
2016 82,971 9,686 11.7% 1,314 274 20.9% 
2017 86,341 10,040 11.6% 1,188 239 20.2% 
2018 92,441 10,461 11.3% 1,225 241 19.6% 
2019 98,781 13,680 13.8% 1,610 362 22.5% 
2020 135,124 23,545 17.4% 2,848 781 27.4% 
2021 112,002 16,169 14.4% 1,560 396 25.4% 
2022 115,287 16,058 13.9% 1,781 435 24.4% 

合計 800,212 109,152 13.6% 12,844 3,010 23.4% 

 

初めに，図 1 は資本金規模別の繰戻し還付利用率を示している．資本金額が 100 万円以

下の企業の利用率は，資本金額が 100-500 万円の企業の利用率を上回っているが，全体

的には資本金規模が大きいほど利用率が高い傾向にある．繰戻し還付請求に伴う事務的

費用は企業規模にかかわらずある程度固定的に発生すると考えられるため，企業規模が

大きいほど従業員数も多くなり，一人当たりの費用負担は相対的に軽減される．その結

果，規模が大きいほど繰戻し還付の利用率が高まる点は直観的に理解できる． 

次に，図 2 は企業年齢別の繰戻し還付利用率を示している．企業年齢が 45 年ごろまで

は若干減少傾向または横ばいにあるものの，その後は上昇傾向にある．年齢を重ねるほ

ど税務に関する知見が蓄積されると考えられるため，利用率が上昇することは理解でき

る．しかし，非線形に利用率が上昇する点については，解釈が難しい． 

3 つ目に，業種別利用率の違いについて表したのが図 3である．全体的には，およそ 11％

から 15％程度まで幅がある．特に利用率が高い傾向にあるのは「製造業」「サービス業

（１）」および「料理・旅館・飲食店業」となっている．一方で，自動車や機械等修理業
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が該当する「サービス業（２）」は利用率が他の業種と比較して低くなっている．業種

ごとの特性や景気動向，または新型コロナウイルス感染症の影響などが，これらの違い

に影響していると考えられる． 

4つ目に，図 4は都道府県ごとの繰戻し還付制度の利用率を色分けで示したものである．

色が濃いほど利用率が高く，薄いほど低いことを意味する．具体的には，最も高い県で

は 16-20％程度の利用率となっている一方，低い県では 4-6％程度にとどまるなど，大

きな地域差が見られる．特に東海地方や東北地方の一部の県における利用率が高い一方

で，北関東や四国等で比較的低い利用率の県が多い．こうした差異には，産業構造の違

いや企業規模の分布，あるいは特定業種の集積度合いなど，さまざまな地域要因が影響

していると考えられる． 

最後に，図 5 は企業の申告先となる管轄税務署からの距離と繰戻し還付制度の利用率の

関係を表している．グラフからは，税務署に近い事業者ほど利用率が高く，距離が離れ

るにつれて利用率が低下していく傾向がうかがえる．特に，距離が約 5km 以内において

距離と利用率との関係はより顕著である．税務署との物理的距離が短いほど，制度や手

続きに関する情報の入手が容易であることや，税務相談や書類提出などの負担が小さく

なることなどが影響している可能性がある． 

 

図 1 資本金規模別 繰戻し還付利用率 
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図 2 企業年齢別 繰戻し還付利用率 

 

図 3 業種別 繰戻し還付利用率 

 

注：サービス業（１）には，洗濯，理髪，レンタカー等の対個人サービス，広告，物品
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賃貸，人材派遣等の対事業所サービス，映画・娯楽業，医療，廃棄物処理業などが含ま

れる．サービス業（２）には，自動車修理業，機械修理業などの修理に関わるサービス

業が含まれる． 

 

図 4 都道府県別 繰戻し還付利用率 

 

注：国土数値情報ダウンロードサービス「国土数値情報 行政区域データ」をもとに地

図を作成． 
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図 5 管轄税務署からの距離別 繰戻し還付の利用率 

 

 

５．２ コロナ禍以前と以後の対比 

前節で述べたとおり，新型コロナウイルス感染症が流行していた時期には，繰戻し還付

制度の利用率が明らかに高まっていた．本節では，2020 年 2 月以降をコロナ禍以降と

定義し，サンプルの事業年度（至）を 2015 年 4 月-2020 年 1 月と 2020 年 2 月-2023 年

3 月の 2期間に分け，資本金規模・企業年齢・業種・管轄税務署からの距離・税理士関

与の有無等と繰戻し還付の利用割合の関係を検討する． 

まず，資本金規模別の利用率をコロナ禍以前（青色）とコロナ禍以降（赤色）で比較し

た図 6 を見ると，全体的にすべての資本金規模区分でコロナ禍以降の利用率が高まって

いることが確認できる．これは，第 3 節でも言及したとおり，コロナ禍における欠損金

の繰戻し還付制度の適用範囲の拡大が幅広い企業規模において利用促進に寄与したこ

とが一因と考えられる． 

次に，図 7 は企業年齢の区分ごとに，繰戻し還付制度の利用率をコロナ禍以前（青色）

とコロナ禍以降（赤色）で比較したものである．グラフからは，すべての企業年齢区分

においてコロナ禍以降（赤色）の利用率がコロナ禍以前（青色）を上回っていることが

わかる．また，前節と同様に企業年齢が若い区分では比較的利用率が低めに推移してい
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る一方，企業年齢が高くなるほど利用率が上昇する傾向が見られる．概ねコロナ禍以前

とコロナ禍以降ではグラフはいずれの年齢も同程度上にシフトしているように見られ

ることから，コロナ禍による特例措置の拡大などは幅広い企業年齢層に同等に影響を及

ぼしたと考えられる． 

3 つ目として，業種別に繰戻し還付制度の利用率を比較した図 8 を見ると，どの業種で

もコロナ禍以降に利用率が上昇しており，特に「料理・旅館・飲食店業」においてその

上昇幅が大きいことがわかる．これは，当該業種はとりわけ新型コロナウイルス感染症

の拡大による休業や時短営業，感染対策などを迫られる傾向にあったため，コロナ禍に

関連する欠損金が生じやすい，もしくは利用しやすい状況にあったことが影響している

と考えられる． 

4 つ目として，申告先となる管轄税務署との距離ごとに利用率を比較した図 9 では，税

務署に近いほど利用率が高く，距離が離れるほど低下するという傾向が，コロナ禍以前・

以降ともに共通していることが示されている．しかしながら，コロナ禍以降（赤色）の

利用率は，どの距離帯においてもコロナ禍以前（青色）よりも高い水準を示しており，

特に 0-5km 程度の範囲では差が比較的大きい．また，遠距離帯では両者の差がやや縮小

するものの，依然としてコロナ禍以降の利用率が上回っている．これらの結果は，コロ

ナ禍による特例措置や周知の進展によって制度利用が促進された可能性が高いことを

示唆すると同時に，物理的に税務署へアクセスしやすい企業ほど繰戻し還付制度を利用

しやすい状況にあったことも示唆していると考えられる． 

最後に，税理士関与の有無および決算期末年月別に利用率を比較した図 10 では，税理

士の関与がある企業ほど利用率が高い傾向にあることが示されている，両グループとも，

コロナ禍以降の約 1 年間に利用率が上昇し，その後は漸減傾向を示している．ただし，

税理士関与あり企業（青色）の方では利用率が比較的高止まりしているのと比較して，

関与なし企業（赤色）では利用率が以前の水準へ戻っていることが確認される． 
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図 6 資本金規模別の繰戻し還付利用率：コロナ禍以前とコロナ禍以降の比較 

 

 

図 7 企業年齢別の繰戻し還付利用率：コロナ禍以前とコロナ禍以降の比較 
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図 8 業種別の繰戻し還付利用率：コロナ禍以前とコロナ禍以降の比較 
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図 9 管轄税務署からの距離別の繰戻し還付利用率：コロナ禍以前とコロナ禍以降の比較 
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図 10 税理士関与の有無別の繰戻し還付利用率 

 

６．繰戻し還付利用企業の決定要因  

６．１ 主要な説明変数  

前節では，繰戻し還付の利用と企業の特徴との二変数間関係を検討した.本節では，重

回帰分析を用いて，繰戻し還付利用企業の特性を記述する．本節の目的は，先行研究に

おける理論的考察で提示された要因が，法人パネルデータにおける利用選択と整合的な

相関関係を示しているかを検証することである．重回帰分析には，産業や時期などの固

定効果を制御した上で各変数の影響力を評価できるという利点がある一方で，交絡要因

を十分に制御できない可能性も残る．とはいえ，そもそもどのような企業が繰戻し還付

を利用しているのかについては，既存研究においては十分に記述されていない．記述的

知見の蓄積が不十分な現状に鑑みれば，本分析は実態把握に向けた一助となる．  

まず，標準的企業モデルにおいては，繰戻し還付の利用選択は，利得と費用の相対的な

規模によって決定される．還付可能額が少額である場合，企業は利用しない選択を取る

可能性が高まるため，1 つ目の変数として，還付可能額を前期売上高で除した比率を検

討する．この変数はカテゴリ化し，利用可能額の規模別に利用率を分析する．具体的に
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は，最低カテゴリ（1％以下）を基準とし，中規模（１％超から 50％以下）と大規模（50％

超）の 3 段階に分類する． 

次に，割引率が高く，繰戻し還付の現在価値が高い企業においては，繰戻し還付の方が

欠損金の繰越控除よりも有利となる．資本制約の強い企業ほど手元資本の価値が高まる

ことを踏まえ，2 つ目の変数として，前期からの売上高の変化率（自然対数の差）を検

討する．売上高の急激な減少は，事業への何らかのショックが生じたことを反映してい

る可能性があり，手元資金のひっ迫を示唆する兆候と解釈できる．ただし，手元資金が

潤沢な企業において，売上高の減少が直ちに手元資金のひっ迫につながるとは限らない．

資本制約の計測には，先行研究で提唱されている指標を用いることが望ましいが，本研

究では利用可能な変数に制約があるため，手元資金のひっ迫との相関が期待される売上

高変化率を代替的に採用する17．なお，当該変数については，繰戻し還付の利用との間

に負の相関関係が予想される． 

このほか，業績の回復が予想される場合には，繰越欠損金を用いて翌期の所得を減少さ

せることが可能となるため，繰戻し還付を受ける誘因は相対的に弱まる．この点を踏ま

え，3 つ目の変数として，業績回復予想の代理変数として当期から翌期にかけての売上

高の変化率（自然対数の差）を検討する． 

これと関連して，4 つ目の変数には翌期における存続を示すダミー変数を導入する．存

続の定義には，(1) 次年度に申告が行われていること，(2) 次年度の稼働状況区分が稼

働中であり休業中・清算中などでないこと，ならびに(3) 次年度の売上が１００万円以

上であることを要件とした．なお，これら 2 変数の作成には翌期のデータを用いる必要

があるため，サンプルサイズが変化する．したがって，本分析では別個の分析として実

施する． 

標準的企業モデルでは，完全情報の仮定が想定されているが，先行研究で指摘されてい

るように，税制の複雑性が繰戻し還付の利用率を低減させる要因になっていると考えら

れる．本稿では知識の有無・程度を示す 4 つの代理変数を設定した．1 つ目の変数は，

過去の利用経験である．以前に繰戻し還付を利用したことがある場合，経営者や経理担

 
17 資本制約の計測には，キャッシュフローやレバレッジ等の財務指標に基づいて構築された指

標（Whited and Wu, 2006），投資や手元資金のキャッシュフローに対する感応度に着目した推定

手法（Fazzari, Hubbard, and Petersen, 1988; Almeida, Campello, and Weisbach, 2004），

さらには財務開示情報のテキスト分析による推論（Buehlmaier and Whited, 2018）など，多様

なアプローチが存在する．  
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当者が申請要件や実務に関するノウハウを既に保有していると考えられるため，利用率

との間に正の相関が予想される．2 つ目の変数は，租特法における特別控除の適用経験

である．特別控除には，研究開発や設備投資促進などの多岐にわたる措置が設けられて

おり，その内容は複雑である．そのため，特別控除を受けた経験のある企業は，組織的

に税制に対する理解が深いと考えられ，繰戻し還付の利用率とも正の相関が予想される．

なお，これらの過去の経験を示す 2 変数は，法人申告パネルを用い作成するため，あく

まで 2014 年度以降の利用経験を捉えるものである． 

3 つ目の変数は，税務署との物理的距離である．Kubick, Lockhart, Mills and Robinson

（2017）は，米国の内国歳入庁（IRS）の地域オフィス近隣に所在する企業は，納税者

間の情報交換や元税務職員へのアクセス機会に恵まれているため，地元 IRS の重点分野

や得意領域に関する情報の質・量が高く，税務情報の収集において優位性を持つと主張

している．著者らは 1996 年から 2012 年までの米国上場企業を対象としたサンプルを用

い，年度・地域・産業固定効果などを制御した上で，実質税率を被説明変数とする回帰

モデルを最小二乗法で推定している．距離が１標準偏差（SD）増加することで，企業の

納税額が約 200 万ドル有意に増加し，優位な税務情報の収集機会が大幅な節税につなが

ると報告している． 

この結果とは対照的に，Chan and Wang（2025）は，2007 年から 2016 年までの中国の上

場企業を対象としたサンプルを用い，距離変数の係数が負で有意であることを示してい

る.符号が米国の研究と逆になった理由として，著者らは，中国における税務行政が米

国よりも分権的であり，地方税務職員が税収の増加にインセンティブを有している点を

挙げている．また，偶発的な情報の獲得が追徴課税につながった事例証拠を提示し，物

理的距離が近いほど税務当局による情報収集が促進されるためであると論じている． 

これらの先行研究では，実効税率への影響の検討を通じて，企業の租税回避行動を間接

的に推測している．租税回避には，極めて複雑かつ法的に微妙な戦略が含まれることが

あり，意思決定において微細な情報が重要な役割を果たす場合もあるだろう．これに対

し，本研究は，繰戻し還付という法令に明記された制度の利用を対象としており，租税

回避とは異なる性質を持つ．法人税申告書の約 9 割に税理士が関与していることから，

申告書作成段階において制度そのものに関する知識が欠落しているとは考えにくい（財

務省, 2022）．また，税務相談には電話やインターネットなど様々な窓口が存在するた

め，物理的距離自体が繰戻し還付に関する税務知識に与える影響は限定的である可能性

もある．もっとも，法人税法第 80 条第 10 項には，繰戻しのための還付請求書が提出さ

れた場合には調査が行われる旨が明記されており，企業によっては微細な情報に基づい
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た意思決定が求められる場合もある．以上を踏まえ，ベースラインの推定において管轄

税務署との物理的距離を検討した上で，追加的な分析を実施する． 

4 つ目の変数は，申告書作成における税理士の関与の有無を示すものである．税理士が

納税者に代わって税務申告を行う場合には，納税者の委託に基づいて行動していること

を示す書類（「税務代理権限証書」）の添付が義務付けられており，法人税申告書 別表

一には当該書面の添付を示す欄が設けられている．また，税理士が申告内容の適正性に

ついて，専門的かつ独立した立場から確認を行う「書面添付制度」の利用状況を示す欄

も存在する18．本研究では，これらのいずれの欄にもチェックがない場合，税理士関与

がないものとして扱う．ただし，税理士が申告書の作成支援や税務相談に応じただけで，

申告の代理を行っていない場合には，税務代理権限証書の提出義務は生じないため，一

定程度の関与があった可能性は否定できない． 

以上では，標準的企業モデルおよび摩擦の存在を仮定した場合の変数について検討した．

これに加えて，日本固有の制度的要因に基づく変数も検討する．繰戻し還付の適用要件

の一つである資本金要件は，申告時の資本金額によって判定される．このため，申告年

度の途中に 1 億円以下への減資を行った企業に関して，申告年度当初には中小企業に該

当しなかった場合でも，他の要件を満たしていれば繰戻し還付の申請が可能となる．中

小企業向けの優遇税制が減資の誘因となることは一般に広く知られており，繰戻し還付

もこれに加わる追加的な誘因として作用している可能性がある．仮にそうであれば，制

度利用率の上昇が期待されるため，前期において資本金が１億円を超えていたことを示

すダミー変数を導入する． 

６．２ 推定モデル 

本研究のメインサンプルには，複数年度の横断面データをプーリングしたデータを用い

る．サンプル期間中に複数回繰戻し還付を利用した企業が含まれるため，同一企業が重

複して登場する場合があるが，元データと異なりパネル形式ではない．先述の通り，サ

ンプル期間中に平均売上が 1000 万円未満の場合を除外し，繰戻し還付可能金額が 10 万

円以上の「普通企業」に限定するとともに，管轄税務署との距離が 100km 以下の企業に

限定している．また，推定に用いた変数に欠損値がある場合も除外した．なお，本稿で

はメインサンプルをコロナ禍以前と以降に分割した推定結果も報告するが，年度ごとの

推定も行った． 

 
18 これらの制度は，税理士法第 30 条と第 30 条の２に規定されている． 
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ベースラインの推定には以下の回帰式を用いる： 

 𝟏ሺ𝐿𝐶𝐵ሻ௜௧ =  𝑿௜௧𝜶 + 𝒁௜௧ିଵ𝜷 + 𝛿௝ + 𝜁௞ + 𝜂௧ + 𝜖௜௧  ． (2) 

 

被説明変数の𝟏ሺ𝐿𝐶𝐵ሻ௜௧は企業 i が t 期において繰戻し還付を利用したか否かを示すダ

ミー変数である．説明変数のベクトル𝑿௜௧には，申告書の作成に税理士が関与していな

い場合を示すダミー変数，繰戻し可能額を売上高で除した値をカテゴリ化した変数，

売上増加率，資本金１億円以下への減資フラグ，同族企業であることを示すダミー変

数，企業レベルでの被災状況を示す変数もそれぞれ含める．なお，熊本地震の被災確

率を示す代理変数として，グリッド内の推定全倒壊棟数を 6 カテゴリに区分したもの

を連続変数として用い，浸水変数（flooded）は 3 段階のカテゴリ変数として扱う．具

体的には，浸水図で浸水範囲に企業所在地がある企業を 2（浸水地企業），浸水範囲に

はないが所在する町字に浸水地区が含まれる場合を 1（浸水町字企業），それ以外を 0

とした19． 

説明変数のベクトル𝒁௜௧ିଵには以下の変数を含める．売上高，資本金，企業年齢，管轄

税務署までの距離といった連続変数は対数化し，いずれも１期ラグを用いる．また，𝒁௜௧ିଵには t 期より前における繰戻し還付利用経験および特別控除の適用経験を示すダ

ミー変数も含める． 

追加的な分析には以下の回帰式を用いる： 

 𝟏ሺ𝐿𝐶𝐵ሻ௜௧ =  𝑿௜௧𝜶 + 𝒁௜௧ିଵ𝜷 + 𝑾௜௧ାଵ𝜸 + 𝛿௝ + 𝜁௞ + 𝜂௧ + 𝜖௜௧ ． (3) 

 

リード変数のベクトルである𝑾௜௧ାଵを含めたことが，ベースライン推定式との違いであ

る．このベクトルは，当期から翌期の売上高の変化率と翌期における存続を示すダミー

変数を含む． 

表 3に変数の要約統計量を示す．売上高の 10-90 パーセンタイルの範囲は 1,700 万円か

ら 5.6 億円である．平均売上高は約 3.6 億円であり，Zwick（2021）の繰戻し還付適用

可能サンプル（Table 2, Panel A）の平均売上高約 420 万ドル（サンプル期間の平均為

替レートに基づく 4.6 億円）と比較するとやや小さいものの，ほぼ同規模である．本サ

ンプルでは当期所得が負の企業を対象としているが，欠損金額の 10-90 パーセンタイル

の範囲は約 100 万円から 2,800 万円である．繰戻し還付利用件数は約 10 万件であり，

 
19 震災変数のカテゴリ化など他の定式化も試みたが，推計結果は質的に同一であった． 
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推計サンプルの 13.6％に相当する．法人税還付の合計金額は約 3,000 億円であり，還

付利用金額が正のサンプルにおける欠損繰戻金額の平均は約 270 万円である．これは，

法人税還付の繰戻し可能金額に占める割合としては 23.4％に達しており，件数ベース

の利用率（13.6％）を上回っている．繰戻し可能金額の 10-90 パーセンタイルの範囲は

約 13 万円から 260 万円である．繰戻し可能金額と売上高との比率（scaled potential 

refund）について，中央値は 0.4％であるのに対し，平均値は 2.4％となっており，Zwick

（2021）のサンプルと類似している（Table 2, Panel B）．平均値と中央値の乖離から，

サンプルの過半数において，繰戻し還付利用によって増加するキャッシュフローの規模

は，企業規模と比較して微小である一方で，一部には顕著な割合の企業も含まれている

ことが分かる．また，法人税に加えて，地方法人税の繰戻し還付額は平均約 16 万円，

合計約 150 億円に達する． 

企業の平均年齢は 25 年であり，10-90 パーセンタイルの範囲は 4から 51 年である．管

轄税務署からの距離の平均は 5.8km で 10-90 パーセンタイルの範囲は 800m から 12.9km

となっている．一方，最寄り税務署からの距離は平均で 1.1km 短く，標準偏差も小さい

傾向がある． 

過去に繰戻し還付利用経験のある企業は推計サンプルの 2.2％のため比較的少ない．こ

れと比較して，租特法に基づく特別控除の適用経験率は 26％と高くなっている．なお，

表 3の要約統計量には含まれていないが，2回以上繰戻し還付を受けた企業は，還付利

用経験のある企業の約 8％を占める．最後に還付を受けた年からの平均経過年数は 3.3

年である．8 年間のサンプル期間中に 3 回もしくは 4 回，すなわちほぼ隔年で毎回繰戻

し還付を受けている企業が 472 社存在する．申告書に税理士の関与がないケースは推計

サンプルの 6.5％であるので，全体よりも税理士関与割合が高い傾向がある． 
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表 3 要約統計量 
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表 4 では，推定に使用したサンプルから熊本地震が発生した 2016 年度のみを抽出し震

災変数を集計した結果を示す.推定全倒壊棟数が 1 以上のグリッド内に位置する企業は

545 社であった．表 5 に浸水変数の集計を示しており，観測数の少ないセルについては

合算している．災害で浸水したと推定される企業は 198 社であり．浸水図上では浸水が

確認されないものの，所在する町字に浸水地区がある企業は 738 社であった． 

表 4 推定全倒棟数グリッド別企業数 

推定全倒壊棟数 企業数 ％ 

0 81,773 99.34 
(1-2) 58 0.07 
(2-5) 129 0.16 

(5-10) 144 0.17 
(10-20) 142 0.17 

(20-) 72 0.09 

1 以上合計 545 0.66 
合計 82,318 100.00 

 

表 5 浸水状況別企業数 

       
年度 2015/16 2017 2018 2019 2020-22 合計 

浸水町字企業 25 57 35 395 226 738 
浸水地企業 10 16 32 90 50 198 
その他 159,031 85,496 91,510 98,003 359,971 794,011 

合計 159,066 85,569 91,577 98,488 360,247 794,947 

 

６．３ ベースライン推定結果  

表 6 の第 1-2 列目は，線形確率モデル（linear probability model: LPM）の推定結果

を示している20．過去に繰戻し還付を利用した企業を示すダミー変数は，係数が正であ

り，1％水準で統計的に有意かつ推定された係数も大きい．これは，過去に利用したこ

 
20 予備的な分析としてプロビットモデルおよびロジットモデルを試行したが，質的な結果に大

きな差異は認められなかった．したがって，本稿では係数の解釈が比較的容易な線形確率モデル

に焦点をあてる． 
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とがあるグループの約 40％が，再度繰戻し還付を利用していることを示している．ほ

ぼ隔年で繰戻し還付を利用している企業も一定数存在しており，繰戻し還付制度に精通

している企業の影響を捉えていると解釈できる． 

また，特別控除の利用経験を示すダミーも，係数が正かつ 1％水準で統計的に有意であ

り，利用経験がある企業では利用率が約 4 ポイント高いことが示された．さらに，税理

士が関与していないことを示すダミー変数は，係数が負かつ 1％水準で統計的に有意で

あり，利用率が約 4ポイント低いことを示している．従属変数である繰戻し還付の利用

率が 13.6％であることを踏まえると，これらの 3 変数はいずれも強い相関関係を持つ

と評価できる． 

繰戻し還付可能額のカテゴリ変数については，前期売上比が 1％以下のグループを基準

とし，中規模（１％超から 50％以下）で９ポイント増，大規模（50％超）で 32 ポイン

ト増であり，係数はいずれも 1％水準で有意であった．大規模のグループにおいて利用

率が顕著に高いといえる．なお，予備分析では，繰戻し還付可能額を売上高で除した上

で対数化した線形定式化を検討した．この場合，係数は正であり，1％水準で統計的に

有意であったものの，推定値の規模は経済的に比較的小さく評価された．経済的規模の

大きさに関する評価が，カテゴリ変数を用いた分析結果と対照的であったのは，線形定

式化により実際の関係性が過小評価されたためだと考えられる． 

売上高の変化率については，係数が負かつ１％水準で統計的に有意であった．推定値の

規模は，売上高変化率の 10 ポイント減少により利用率の約 0.4 ポイント増加に相当す

るが，経済的な効果は比較的小さい． 

減資企業を示すダミー変数について，全体サンプルでは標準誤差が大きく，推定精度が

低い水準にある．これは，コロナ禍の前後で係数の符号が反転し，効果が相殺されてい

るためである．第 3－4 列目および第 5－6 列目は，それぞれ決算期末が 2020 年 1 月以

前と 2020 年 2 月以後のサンプルに基づく推定結果を示している．コロナ禍前のサンプ

ルでは係数が負であるのに対し，コロナ禍以降のサンプルでは係数は正となっている．

コロナ禍前のサンプルにおいては，定式化により 1％水準もしくは 5％水準で統計的に

有意である．減資企業の利用率は，コロナ禍前で約 3 ポイント低かった一方で，コロナ

禍以降には 2－3 ポイント高くなっている．総じて，コロナ禍前には減資企業は繰戻し

還付の利用に消極的な傾向が見られるが，コロナ禍以降にはその傾向が薄れ，むしろや

や積極的な利用が確認される． 

一方，浸水地企業を示すダミー変数の係数はいずれも正の符号を示したが，推定精度が
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低く，統計的に有意ではなかった．ただし，浸水地企業ダミーについては，係数が約 1.8

ポイントと規模としては比較的大きかった．また，熊本地震の変数も正の符号を示した

が，有意性は確認されなかった，なお，予備分析で熊本地震の変数をカテゴリとして導

入したところ，推定全倒壊棟数が中規模（10-20 棟に該当するカテゴリ，quake = 4）で

2.1 ポイントという比較的大きな値が得られたものの，統計的には有意でなかった．こ

れらの結果から，被災地域において繰戻し還付の利用率が上昇する傾向は一定程度認め

られるものの，明確な増加とは言い難い． 

企業規模を示す資本金額および売上高の係数は正であり，いずれも 1％水準で統計的に

有意となった．これは，企業規模が大きいほど繰戻し還付の利用率が高い傾向にあるこ

とを示している．売上高の 2 次項の係数は負かつ 1％水準で有意となっており，規模と

の関係性が漸減することを示している．また，企業年齢の係数も負かつ 1％水準で有意

となっており，若年企業ほど資金調達制約に直面しやすいため，繰戻し還付の利用率が

高いと考えられる．これは前節における二変数間の相関分析において明らかになった正

の関係とは一見矛盾するが，企業年齢の 2 次項の（第 2 列目）の係数は正であり，利用

率との正の関係が現れる変曲点はおよそ 10 年である．なお，サンプル企業の年齢範囲

における企業年齢の総合的な効果は負であり，他の要因を制御した場合，若年企業の利

用傾向が高いものの，一定の年齢を超えると再び利用率が上昇する関係性が示された．

同族企業ダミーは正で有意であった． 

管轄税務署との距離は負かつ 1％水準で有意となった．この推定値の規模から，距離の

中央値（4 km）からさらに 10 km 遠ざかると利用率が 1.75％減少すると評価できる．

なお，2次関数の定式化を用いた場合，2次項は正で有意とはならなかった． 

産業固定効果，年度固定効果，および都道府県固定効果は，いずれも F 検定で有意であ

った．特に東北地方，なかでも宮城県と山形県では利用率が高い傾向がある．各種固定

効果を制御した上でも，基準地の北海道と比較してそれぞれ 8 ポイント，5 ポイント統

計的に有意に高く，産業や企業規模では説明し切れない地域性があることが示唆される．

平均企業年齢は 25 年であり，宮城県の企業サンプルの中には東日本大震災で被災して

繰戻し還付を利用した実績がある企業も含まれると推測される．山形県は太平洋側と比

較して被害規模はさほど大きくなかったが，大震災による避難者を多く受け入れた地域

でもある．今期の繰戻し還付利用と過去の利用経験の間に強い相関関係が観察されたこ

とを踏まえると，東日本大震災の中長期的影響を捉えている可能性は考えられる． 

年度固定効果からサンプル期間中の利用率の推移を見てみると，共変量を制御した上で

利用率は全体的に微減となっているが，コロナ禍が始まった 2020 年には利用率が急増
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しており，上昇規模は 2.6 ポイントと高くなっている．利用率変化のタイミングをより

詳細に検討するため，年度固定効果を四半期固定効果に置き換えて再推定した．なお，

2020 年 2 月以降をコロナ禍以降と定義し，2－4月，5－7 月等の変則的な変則四半期を

用いた．図 11 は，2015 年 1 月が事業年度末のサンプルを基準とした四半期固定効果の

推定値と 95％信頼区間を示している．横軸は 2020 年 2-4 月期から経過四半期を示して

いる．縦の補助線は，左側が 2020 年 1 月末，右側が 2022 年 1 月末をそれぞれ示してい

る．コロナ開始直後に約 6 ポイント増加し，極端に大きく変化したことが明らかである．

それ以降も，コロナ前よりは高い水準であるものの減少傾向にあるため，年度固定効果

の推定からは，コロナ禍開始直後の急増が見えにくくなっていたことが判明した． 

最後に，表 6の第 3-4 列目はコロナ禍以前，第 5-6 列目はコロナ禍以降に関する推定結

果である．推定係数の値はおおむね安定しているが，コロナ禍前後で係数の値が顕著に

異なる場合もある．なかでも，税理士関与なしダミーの係数の規模は，コロナ禍前後で

乖離しており，税理士関与の有無によって繰戻し還付の利用に大幅に影響を与えたこと

が明らかとなった．さらに，税務署からの距離変数についても，コロナ禍以後の推定値

が高くなっており，税務署からの距離による利用率の違いが顕著になる傾向が明らかと

なった．また，企業年齢の 2 次項の推定係数の値が高くなっており，コロナ禍以降に高

年齢企業における利用が高まっている．  
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表 6 線形確率モデルの推定結果 

 

注：括弧内は不均一分散性に対応した標準誤差．*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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図 11 四半期固定効果の推定値と 95％信頼区間 

 

 

注：2015 年 1 月を基準とした変則四半期固定効果を用いたモデルからの推定値．X 軸

は 2020 年 2－4 月の四半期からの経過四半期を示す． 

 

６．３ 追加的分析と頑健性分析 

リード変数 

表 7は，リード変数を追加したモデル（式３）の推定結果を示している．説明変数につ

いては，売上高増加率のみを参照として掲載しており，他の変数については質的に変化

が認められなかったため省略している．なお，リード変数作成上の制約により，最終年

度の観測値はサンプルから除外している． 

当期から翌期への売上高増加率に関しては，係数が負であり，１％水準で統計的に有意

であった．推定値の規模は，売上高増加率の 10 ポイント減少した場合に，利用率が約

0.3 ポイント増加することに相当する．経済的な効果としては比較的小さいものの，翌

期に売上が増加する企業ほど利用率が低い傾向が確認された． 
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翌期における企業の存続を示すダミー変数についても，係数は負であり，１％水準で統

計的に有意であった．推定結果によれば，翌期に存続している企業の利用率は約 8ポイ

ント程度低くなる傾向が認められる．平均存続率は 98.5％であるが，翌期に休業や清

算等を行う企業においては，相対的に利用率が高いことが示された．この推定結果は，

手元資金のひっ迫が生じている企業ほど利用率が高いという予想と整合的である． 

 

表 7 リード変数を追加した推定結果 

 

注：括弧内は不均一分散性に対応した標準誤差．統計的有意性は，*** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 で示す．推計式には表 6に記載された全変数を含む． 

 

６．４ 水害統計より作成した変数 

企業レベルでの災害変数については，繰戻し還付の利用との間に統計的に有意な相関関

係は検出されなかった．そこで追加的な分析として，水害統計に基づく市区町村レベル

の変数を検討する．表 8 は推計に用いた 18 の変数についての要約統計を示している．

中央値がすべての変数で 0 となっているほか，90 パーセンタイルにおいても 7 変数が

0 であるなど，ゼロ値が多い特徴が見られる．このため，推定には変数をカテゴリ化し

て用いる．なお，線形定式化についても検討を行ったが，非線形の関係性が認められた

ため，主たる分析にはカテゴリ変数を用いた定式化を採用し，線形定式化の結果につい

て付録にて補足する． 
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表 8 水害統計：推定サンプルにおける要約統計 
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カテゴリ化にあたっては，まずゼロ値を基準としたカテゴリを設定し、ゼロを除く観測

値についてはパーセンタイルに基づき「低・中・高」の３区分を設けた．低・中の区分

には 50 パーセンタイルを用い，中・高の区分には，単位が人口当たりの金額である 6

変数については，99 パーセンタイル，それ以外の 12 変数については 90 パーセンタイ

ルを基準とした． 

ベースライン推定式に各変数を 1 つずつ加えて推定した結果を表 9 に示している．各行

は変数ごとの推定結果を抽出しており，カテゴリ別のサンプルサイズを表下部に示して

いる．高カテゴリにおいては，18 変数中 16 で係数が正となっており，水害の被害を受

けた地域ほど繰戻し還付の利用率が上昇する傾向がみられる．例えば千人あたりの被害

総額（第 18 列目）では 1.6 ポイント増となっており，コロナ禍以降の 2－3 ポイント増

と比べると比較的小規模ではあるものの，一定の上昇が認められる．1％，5％，10％水

準で統計的に有意な推計値はそれぞれ 1 件，5 件，5 件となっている． 

負を示している高カテゴリの係数は，浸水深が 1m 以上の浸水家屋棟数の高カテゴリで

あるが，同変数では中・低カテゴリにおいて正となっており，低カテゴリについては 5％

水準で統計的に有意となっている（第 5 列目）．この他，床下浸水家屋棟数の高カテゴ

リの係数についても負を示している． 

低・中カテゴリの係数の多くが負であったことは，予想外の結果であるといえる．係数

の値が負であり，かつ統計的に 10％水準以下で有意を示している推定値は 36 件中 14

件見られる．ただし，推定値の規模としては，規模が最大である一般資産等被害額（農

作物）の低カテゴリ（第 14 列目）においても-0.8 ポイント減と微小な推定値となって

いる．被災自治体に立地する企業においては，被害規模が比較的軽微の場合において繰

戻し還付の利用率が微小に減少傾向しており，非線形的な関係性が認められるといえる． 

総じて，より甚大な被害を受けた地域において利用率が高まる傾向があることが認めら

れた． 
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表 9 推定結果：水害統計変数 

  

 

注：括弧内は不均一分散性に対応した標準誤差．統計的有意性は，*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 で示す．推計式には表 6に記載さ

れた全変数を含む． 
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なお，企業レベルでの被災状況に関する変数は推定精度が高くなかったため，被災地域

に限定した分析も実施した．熊本県のみにサンプルを限定し地震の影響を検討したほか，

浸水推定図で使用した 17 県にサンプルを限定し浸水被害の影響を分析したが，いずれ

の分析でも結果に関して大きな質的変化は観察されなかった． 

６．５ 税務署との物理的距離 

繰戻し還付の利用率は，管轄税務署との距離と負の相関関係にある．この結果は，管轄

税務署との物理的距離が企業の税務情報収集活動に影響を与え，利用率を引き下げてい

る可能性を示唆している．ただし，同一都道府県内でも，都市部では税務署が所在する

密度が高い一方，農村部では１つの税務署が複数の自治体を管轄している場合もある．

すなわち，都市部に所在する企業は平均距離が短くなる傾向があり，距離との負の相関

は，都市部に所在する企業の利用率の高さを反映している可能性もある． 

これまでの推定では，都道府県固定効果を導入することで地域性を制御してきた．この

定式化は都道府県間の利用率の差異を調整する一方で，都道府県内における都市部と農

村部の違いまでは制御できない．そこで，本研究では都道府県固定効果に代えて，より

粒度の高い管轄税務署固定効果を導入した．より適切と考えられる，2 次関数による所

轄税務署との距離の定式化を行った結果，距離効果の推定値は約 3 割減少したものの，

依然として 1％水準で統計的に有意であった．この結果は，先ほどの推定値には地域性

が部分的に反映されていた可能性を示しているが，全体として推定結果は頑健であると

評価できる． 

加えて，地域性をより高精度に制御する追加分析を実施し，推定結果の頑健性を検討し

た．市区町村役所は，地域経済圏の中心またはその周辺に立地している傾向がある．こ

のため，所轄税務署固定効果を制御した上で，市区町村役所と企業との距離は，企業の

所在地の地域性を捉える指標として機能する． 

ただし，都市部では税務署が市区役所の近辺に立地している傾向があるため，両者との

距離はほぼ同程度となる．一方，都市近郊の郊外地区では，1 つの税務署が複数の自治

体を管轄している場合があり，管轄税務署までの平均距離の方が長くなる傾向がある．

農村部ではこの傾向が顕著である．したがって，市区町村役所との距離を制御すること

で，税務署との距離の係数特定に用いられている主な変動は，「広い経済圏の中心部と

の距離」であると解釈できる． 

推定の結果，市区町村役所との距離を制御した後も，管轄税務署との距離の係数は統計

的に有意であり，推定結果は頑健であった．また，市区町村役所との距離も統計的に有
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意な負の係数を示した．この結果は，役所との距離が直接的に税務知識に影響を与えて

いるというよりも，他の立地特性を捉えている可能性を示唆している．もっとも，税務

相談会の会場として市区町村役所が用いられるなど，税務情報へのアクセスに一定の影

響を与えている可能性も否定できない． 

そこで，本研究ではプラセボ検定として，税務知識と無関連であると考えられる 2種類

の公立機関の位置情報を用い，企業までの距離を計算しモデルに追加した．その結果，

美術館や図書館などの公共機関との距離にも，負の相関関係が確認された．刑務所との

距離はモデル仕様に依存するものの，弱い負の相関関係が見られた． 

これらの結果を総合的に考慮すると，税務署との距離が企業の税務情報収集活動に直接

作用している可能性を完全に排除することはできないが，むしろ企業の立地特性を捉え

ているとの解釈の方が有力であると考えられる． 

６．６ 最寄り税務署との距離 

次に，ベースライン推定式を用いつつ，管轄税務署との距離を最寄り税務署との距離に

置き換えて推定した．表 10 では，距離変数とその２次項の係数を抽出して表示してい

る．管轄税務署との距離を用いた場合と同様に，１次項モデルでは全体サンプル，コロ

ナ禍前後サンプルいずれも負となり、コロナ禍以降で推定値が高くなる傾向が確認され

た．全体サンプルでの推定値の規模は，距離の中央値（4 km）から 10 km 離れると利用

率がおよそ 3.85％減少する水準であり，先の推定値より高くなっている．２次項モデ

ルでは２次項の係数が小さくなっており統計的に有意でないが，変数の作成上，最寄り

税務署との距離の分散は管轄税務署との距離よりも低くなっていることも要因と考え

られる．  
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表 10 最寄り税務署からの距離に関する推定結果 

 

注：括弧内は不均一分散性に対応した標準誤差．統計的有意性は，*** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 で示す．推計式には表 6に記載された全変数を含む． 

 

７．考察 

７．１ 標準的企業モデルの評価 

以上の分析は，事務負担費用の存在する標準的な企業モデルによって，限定的ではある

ものの欠損金の繰戻し還付制度の利用を一定程度説明できることを示している．事務負

担費用がない場合，標準的な企業モデルにおいては，正の割引率をもつ企業は繰戻還付

を厳密に選好する．事務負担費用がある場合，利得と事務負担費用の相対的規模によっ

て制度利用の選択は決定される．繰戻し可能額と前年度の売上の比率が 1％の場合と比

較して，それ以上の比率では繰戻し還付の利用率が明らかに高くなり，還付金額という

利得が小さい場合には，制度を利用しない傾向が顕著に見られた． 

また，資本制約の強い企業ほど手元資金の価値が高くなり，それに伴って割引率も高く

なるが，前年度からの売上高の変化を用いて計測した資金繰りの状況についても，理論

的な予想と整合的な結果が得られた．資金制約に関するこれらの結果は，Saavedra and 

Hughes （2019）および成川（2021）の先行研究とも一致している．これに加えて，翌

期に稼働している場合や正の所得が見込まれる場合には，繰越欠損金の利用確率が高ま

るため，繰戻し還付の相対的価値は低下する．分析では翌期の存続ならびに来期の売上

増加率と強い相関関係を示していた． 

繰戻し還付に事務負担が生じるとすると，企業は，より手続きが簡易である欠損金の繰

越控除制度を選好することが理論的に期待される．なかでも，繰戻し還付の選択には，

地方税との関係において管理コストを増大させる側面がある．これらの結果は，繰戻し

還付の申請に伴うコストが無視できない水準であることが示唆される． 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
VARIABLES

ln(Distance to nearest tax office) -0.00418*** -0.00348*** -0.00296*** -0.00312*** -0.00562*** -0.00381***
(0.000431) (0.000701) (0.000557) (0.000914) (0.000676) (0.00108)

ln(Dist. nearest office) x ln(Dist. nearest office) -0.000100 0.000267 -0.000598
(0.000256) (0.000333) (0.000398)

Industry, Year, Prefecture FE YES YES YES YES YES YES
adj-R2 0.0528 0.0533 0.0360 0.0363 0.0673 0.0681
N 794947 794947 434700 434700 360247 360247

all  period 2015-2019 2020-2022
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総じて，企業はキャッシュフロー向上効果というメリットと申請に伴う事務負担を比較

し，合理的な意思決定を行っていることが示唆されており，事務負担費用の存在する標

準的な企業モデルの説明力が一定程度支持される結果となった．一方で，同モデルでは

説明が難しい現象も観測されている．例えば，繰戻し可能額と前年度の売上の比率が

50％を超える場合には，利用率が 30 ポイント高くなる傾向が見られるものの，それで

も制度を利用していない企業の方が多数を占めている． 

また，減資を行った企業における制度利用の行動も，標準的モデルでは十分に説明しが

たい．減資のメリットとして，中小企業向けの優遇税制を活用が挙げられ，節税動機に

敏感な企業が減資を選択していると考えられる．繰戻し還付の適用要件の一つである資

本金要件は期末資本金額で判定されるため，減資企業における制度の利用率が高まると

予想されるが，実際にはコロナ禍前において利用率がむしろ低かった．これらの事実は， 

標準的企業モデルの限界を示すものといえる． 

７．２ 法知識・税務調査リスク・シグナリング 

米国では 2017 年に運用が停止されるまで繰戻し還付制度は長年継続してきたが，日本

では 1992 年以降に一度停止され，中小企業に限って再開されたのが 2009 年の税制改正

と比較的最近である．日米間の制度利用率の差異には，制度の認知度や運用ノウハウの

違いが影響している可能性が考えられる．本稿では，過去に繰戻し還付を受けたことの

ある企業において利用割合が高いことを明らかにしており，この解釈を支持する結果と

なっている．また，申告書作成に税理士が関与している場合や，租特法に基づく特別控

除の利用企業ほど繰戻し還付請求を行う傾向にあることからも，税務知識の重要性が示

唆される．  

とはいえ，申告書作成に税理士が関与している場合においても利用率は低水準であるた

め，狭義における税務知識は一定の役割を果たすと考えられるものの，他にも様々な要

因が利用率を押し下げていると考えられる．  

なかでも，税務調査を誘発するリスクへの懸念は，繰戻し還付制度の利用を抑止する一

因となっている可能性がある．米国や EU の文脈では，繰戻し還付の申請が税務調査の

確率を高めるとの認識が実務家にもたれている可能性があり，その結果として申請を控

える可能性が指摘されている（Zwick, 2021; Dobridge, 2021; Massenz, 2023）． 

わが国においても，法人税法第 80 条第 10 項において，繰戻しのための還付請求書が提

出された場合には調査が行われる旨が明記されている．この条項における調査とは基本

的に税務署における机上調査を指すものの，一部の実務家の間では，繰戻し還付の申請
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が実地の税務調査を誘発するとの認識が持たれている可能性がある．実際，営利企業で

ある税理士事務所がインターネット上で発信する情報には，繰戻し還付と税務調査の関

連性を強調するものが散見される．また、ウェブページ，SNS，動画配信サイト等では，

繰戻し還付申請の税務調査誘発リスクについて，強い警戒を促すものから心配の必要は

ないとするものまで，さまざまな見解が発信されている．さらに，税理士を肩書とする

著者による実務書籍においても，繰戻し還付に関して「税務調査を受けることが多い」

と明記されており，専門家の間でも調査リスクが認識されていることがうかがえる（山

本, 2009, p.464）．この他，税理士法人によっては税務調査の可能性を理由に繰戻し還

付の申請を推奨しない方針を採る場合があるとされる．筆者らは税理士との面談で同様

の助言を直接確認しており，SNS 等において，職場では繰戻し還付には税務調査が付き

物であると言われている，といった発信が見られることとも整合することから，実務現

場における教育や慣行が納税者の行動に影響を与えていることが示唆される．このよう

な懸念が一定の抑制的効果を及ぼしている可能性はあるだろう． 

この点を補強する傍証として，以下の 2 点が挙げられる．第一に，コロナ禍以降におけ

る税理士関与の有無による制度利用率の変化である．コロナ禍では，適用要件の一時的

拡大に加え，税務行政に一時的な変化が生じた．令和 2 事務年度の実地調査件数は前年

対比で約 32％と大幅に減少している（国税庁，2021）．本稿で分析対象としたサンプル

は，期末資本金が 1億円以下であり，コロナ禍前後で適用要件の変化がない中小企業に

限定されている．税理士が関与している企業で制度の利用率の上昇が高かった要因とし

て，コロナ禍において税務調査リスクが低減したと税理士が判断し，より積極的に制度

を利用するように進言したとの解釈が考えられる． 

第二に，減資企業におけるコロナ禍前の利用率が低かった点も注目に値する．節税動機

に敏感だと考えられる減資企業においては，減資の前にも様々な税金対策を行っていた

と予想されるが，過去の税務処理が問題視される可能性への懸念が影響しているとの解

釈が成り立つ．これらの事実は，税務調査への懸念を直接的に示すものではないが，事

務負担費用だけでは説明困難な制度の低利用率に対する補足的な説明となりうる． 

他の可能性として，金融機関に対するシグナル効果の可能性が挙げられる．通常，融資

審査に際して金融機関に提出される書類には，決算書に加えて過去の確定申告書が含ま

れるため，企業が過去に繰戻し還付を利用したかどうかが審査担当者に把握される．も

ちろん，赤字の有無などは決算書からも判明するが，経営者による繰戻し還付請求を行

った判断自体が，企業の資金繰り状況を示す一つの材料となりうる．このため，金融機

関より融資を得ようとする企業においては，資金繰り状況をより良く見せるため戦略的
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に繰戻し還付を利用しない場合はありうると考えられる． 

実際，翌期に存続していない企業や売上高の減少を経験する企業において，繰戻し還付

の利用率が高いことが明らかとなっている．シグナリング仮説が成立するためには，制

度利用に関して企業の自己選別が生じていることが前提となるが，本稿で分析した日本

のデータは，この前提が成立していることを示している． 

この他，理論的考察からは予想できないような，想定外の利用行動がみられることは特

筆しておく価値がある．隔年で利用している企業が一定数存在しており，繰戻し還付の

利用を事業運営に組み込んでいる場合があると察せられる． 

７．３ 非常時の利用率について 

コロナ禍の初期において繰戻し還付の利用が急増した．なかでも 2020 年 2 月期末の申

告書において，直前と比べて約 6 ポイントの増加を記録している．急増の原因には様々

な要因が考えられる．第一に，社会経済状況の急激な不確実性の高まりにより，企業が

手元資金の確保を目的として制度を利用する動機が強まった可能性が考えられる．第二

に，先述した税務調査リスクの減少に反応した可能性もある． 

第三に，新型コロナ税特法の波及効果も一因として考えられる．同法は，資本金 1億円

超 10 億円以下の法人にも繰戻し還付を認めるものであり，サンプル企業は資本金 1 億

円以下であるため，直接的な対象ではない．しかしながら，法案の成立が繰戻し還付制

度への注目を高め，制度利用の拡大を後押しする契機となったと解釈することもできる

21．これと関連して，空気清浄機などのコロナ対策費用が災害損失金に該当するとの見

解が財務省から示されたことも，制度利用が促進される要因として考えられる．この法

案は 2020 年 4 月 30 日に国会で可決されたが，事業年度末が 4 月末日の企業における通

常の申告期限は 6月末日であるため，時期は整合的だといえる．また，申告期限の延長

を容易にする規定が盛り込まれた本法の影響により，2 月期末の企業においても制度が

活用された可能性がある． 

第四に，コロナ禍前から繰戻し還付利用可能サンプルが質的に変化したことが挙げられ

 
21 閾値の変化による間接的な影響の一例として，Autor, Duggan and Gruber (2014)が

報告している事例が挙げられる．著者らは，米国の民間障害保険において待機期間が180

日から 90 日に短縮された際，本来この制度変更の直接的な対象でないはずの 180 日を

超えるような障害者に関しても，保険申請率が間接的に増加したことを報告している． 
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る．コロナ禍では，それまで事業が安定していた企業が社会経済状況の急変により一時

的に赤字となった場合がある．例えば，このような企業で将来的な回復が見込まれる場

合，融資を受ける際に不利になる懸念は比較的少ないであろうことから，より繰戻し還

付を選択すると考えられる．一時的な赤字となった企業が多かったため，制度利用率が

高くなった可能性がある． 

被災と繰戻し還付利用の関連について，企業住所から取得した経度・緯度情報に基づく

分析では統計的に有意な効果は確認されなかった．一方，水害統計に基づく分析では，

被災規模が甚大な市区町村において統計的に有意な効果が検出される傾向がみられた．

この差異には，いくつかの要因が考えられる．第一に，経度・緯度情報における分析で

はサンプル数が限られており，推定精度が低下した可能性がある．第二に，公的インフ

ラの被災など間接的な影響については，地理的範囲の広い市区町村レベルの水害統計の

方が把握しやすい点がある．第三に，法人番号情報に記載された住所が必ずしも主たる

生産拠点を示していない場合がある．第四に，推定浸水図の災害カバレッジが限定的で

あるため，被害の有無に関する偽陰性が生じた可能性がある． 

 

８．おわりに 

本稿では，国税庁の法人税申告書データを用いて，欠損金の繰戻し還付制度の利用実態

を分析した．利用可能企業に限った 2015-2022 年度サンプルにおいて，利用率は平均で

13.6％にとどまることが判明した．これは成川（2021）の上場企業サンプルにおける推

計利用率の 60％と比較して大幅に低い水準であるが，本稿のサンプル企業は資本金１

億円以下であるため，中小企業において繰戻し還付の利用が限定的であることが明らか

になった．同期間における未利用の繰戻し還付金は合計 9,834 億円にものぼる． 

また，米国の税務申告個票データにおける集計値の 37％と比較しても，わが国の利用

率は低水準にとどまっている．米国では企業規模の制限がなかったため，全企業規模を

平均した際の利用率が高くなる要因はあるものの，規模別集計の最小カテゴリですら

31％である（Zwick,2021: Table 3）．ただし，米国のデータでも S 法人の場合の利用率

は 17％と推計されており，本稿における推計に近い水準である（Goodman, Patel, and 

Saunders-Scott, 2023)．もっとも，S 法人という制度は，株主数が限定されるため中小

事業者向けの制度であるとはいえ，課税所得の扱いが法人税と大幅に違うこともあり，

本稿における利用率と比較する際には，慎重な解釈が求められる． 

本研究の集計からは，非常時においても利用率は低位にとどまることが明らかとなった．
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コロナ禍においては 2.6 ポイントの利用率の上昇が見られており，推定サンプルにおけ

る基準利用率 13.6％と比較すると上昇幅自体は比較的大きいものの，絶対的な水準と

してはなお限定的である．同時に，規模の大きい浸水被害においては統計的に有意な上

昇が観測されたとはいえ，上昇規模は最大 1.5 ポイント程度にとどまり，限定的であっ

た． 

理論的には，繰戻し還付制度は政府と企業がリスクを共有する仕組みとして，非常時に

は自動安定化機能を果たすことが期待できる．実際に，COVID-19 の流行開始以降，日本

を含めた OECD 加盟国の 38%が，繰戻し還付制度を導入または拡充させている（OECD, 

2021）．むろん，還付金額は当該企業が過去に納税した金額に規定され，保険と違いリ

スクをプールする仕組みではないため，あくまで被災額の一部を補填するにとどまる．

また，日本における申告法人数に占める利益計上法人は 3 割台である（土居・別所・森，

2025）．公的金融機関が実行する低利・無利子融資による支援では一般的に被災した中

小企業・小規模事業者が対象となるのと違い，繰戻し還付の対象は納税企業に限定され

る．このため，繰戻し還付制度はあくまで全体的な復興政策における一部として捉える

必要はある．しかし，制度として整備されているにも関わらず，権利を有する納税企業

の多くが還付を受けておらず，自動安定化機能は限定的にしか機能していないことが示

唆される． 

災害からの復興支援策の一環として，企業活動の再興に資する制度の周知を図る広報活

動は，言うまでもなく重要である．しかしながら，本稿の分析からは，法制度に関する

知識の有無だけでは，制度利用が低位にとどまる現象を十分に説明できないことが示唆

される．現行の制度設計では，納税者自身が利用申請を行う必要があるが，納税者が利

用申請に慎重な姿勢を示す原因として，税務調査への懸念が示唆されていることを鑑み

ると，企業に不利に働かないような制度設計を検討する価値は十分にある． 

米国の企業年金制度においては，加入をデフォルトとすることで加入率が劇的に上昇す

ることが示されている（Thaler and Benartzi, 2004）．同様に，激甚災害の指定対象と

なった自治体において，欠損金の繰越控除を選択性とし，一定金額以上の場合に繰戻し

還付をデフォルトで適用する制度設計を導入すれば，制度利用率は大幅に向上すると考

えられる．ただし，このようなデフォルト化は，繰戻し還付の事務処理が 1 件あたり仮

に 2-3 時間程度かかるとすると，相当な負荷が被災地を管轄する税務署に発生すること
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となる22．このため，被災自治体への応援職員の派遣や，機械処理を利用した自動化な

ど税務職員の処理能力を向上させる施策を並行して行う必要がある．さらに，デフォル

ト化は立法・行政側の法制や執行体制の整備に加え，納税者側に混乱を生じさせる可能

性にも留意が必要である.とりわけ，被災地と非被災地の双方に事業所を有する法人は，

自らがデフォルト対象となるか否かを確認する必要があり，その点で制度運用上の明確

化が必要となる．  

もっとも，制度の大幅な改正は中長期的課題であるが．現行の枠組みの中で実現可能な

利用促進策も検討すべきであろう．例えば，災害発生時においては，税理士会や中小企

業団体等を通じて，繰戻し還付に関する説明会を開催することが考えられる．説明会に

おいて，企業の制度理解を促進するだけでなく，税務当局による制度の推奨を明示する

ことができれば，いわゆる「ナッジ」として機能し，納税者への心理的ハードルを下げ

利用申請の後押しにつながる可能性がある．今後は，災害対応の一環として，制度利用

を促進するための具体的な方策を体系的に検討する必要があるだろう． 

本稿では，繰戻し還付制度の利用率の現状把握に主眼を置いたが，今後は制度利用が企

業に与える影響について，因果検証を進める必要がある．繰戻し還付の申請によって還

付を受けた企業では，キャッシュフローの改善が見込まれるため，生存率や設備投資，

雇用，研究開発活動などに対して，どのような効果が生じるのかを明らかにすることは，

制度の政策的意義を評価するうえでも重要な研究課題である．また，法人税申告書デー

タで観測可能な企業財務情報は，売上高，資本金，課税所得などに限定されている，繰

戻し還付を利用しない理由は多肢にわたるが，企業の経営状況や期待利潤の規模によっ

て，制度利用の動機や申請判断の基準が大きく異なる可能性がある．複数の要因が制度

の利用率に影響を及ぼしていると考えられるが，これらの要因を精緻に識別・検証する

には，より詳細なデータ分析が必要であり，今後の課題として残されている． 

 

 
22 2020 年度の分析サンプルにおいて，還付可能額が 10 万円以上の全企業に対し繰戻し還付を行

ったと仮定した場合，処理件数は 11.1 万件増加し，追加の事務処理時間は 22.3-33.4 万時間と

試算される．これは，2023 年時点の全国の税務署の法人課税部門の人員数（12,326 人）で均等

に割ると，職員一人あたり 18.1-27.2 時間の追加負担に相当する（国税庁，2023）．さらに，仮

に管理職等を除いた人員が繰戻し還付の事務処理に従事し，その割合を 8 割とすると，担当者一

人あたりの追加負担は 22-34 時間，すなわち 1 日 8時間労働換算で約 3－4 日程度に相当する． 
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付録 

水害統計：線形における定式化 

本節では，水害統計から作成した変数を線形で推定した結果を示す．本文での分析と同

様に，ベースライン推定式に各変数を 1 つずつ加えて推定した．標準化係数および 95％

信頼区間を付録図 1 に示している．18 変数中 14 で係数が正となっており，水害の被害

を受けた地域ほど繰戻し還付の利用率が上昇する傾向がみられる． 

負の係数を示しているのは浸水深が 1m 未満の浸水家屋棟数に関連する変数である（床

下浸水家屋棟数，床上浸水家屋棟数で浸水規模が 1-49cm と 50-99cm ならびに合計数）

の 4 つの変数である．これに対して，浸水深が 1m 以上の浸水家屋棟数は正の係数をし

めしていることから，カテゴリ変数を用いた定式化と同様に，浸水被害の規模が甚大に

なるに応じてやや利用数が増える傾向が表れている． 

標準化係数の値が一番高い変数は，1万世帯あたりの被災世帯数（全壊流出）であった．

推定値の規模は，当該変数の１SD 増加した場合に，利用率が約 0.1 ポイント増加する

ことに相当し，5％水準で統計的に有意である，カテゴリ変数を用いた定式化では，同

変数の高カテゴリにおいて 1.5 ポイント増加の推定値と比較すると，この線形における

定式化の推計値は，経済的な効果としては微小な効果を示している． 

全体的に推定値の標準誤差は大きく，他の変数の 95％信頼区間は 0 をまたいでいる．

正かつ 10％水準で有意だったのは 4 変数であった（有居住世帯住宅数あたりの被災家

屋棟数（全壊流出），千人当たりの一般資産被害額と営業停止損失，千人当たりの一般

資産等被害額の合計，被害額合計）． 

調整済み決定係数の値は，いずれの変数においても小数点以下 4 位まで一致しており，

両定式化間で同一の値を示した．このため，調整済み決定係数からは定式化の優劣を判

定することは困難であるが，カテゴリ変数を用いた定式化では非線形の関係性が認めら

れたことから，線形定式化では水害被害の影響を過小評価していると考えられる， 
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付録図１水害統計より作成した変数の標準化係数と信頼区間 

 

注：各係数は、対応する説明変数の標準偏差を掛けた値である. 

  

付録表１ 分析で使用した浸水図と被災判定企業数 

 

年 災害名 自治体

浸水町字

企業数 浸水企業数 割合

被災参照

時点

2015 平成27年9月期関東東北豪雨 茨城県 1547 306 20% 2015-09-10
2016 平成28年糸魚川市駅北火災 新潟県 95 15 16% 2016-12-22
2017 平成29年7月22日からの梅雨前線に伴う大雨 秋田県 242 18 7% 2017-07-24
2017 平成29年7月九州北部豪雨 福岡県 朝倉・東峰地区 3653 397 11% 2017-08-10
2018 平成30年7月豪雨 岡山県 高梁川 1282 452 35% 2018-07-07
2018 平成30年7月豪雨 愛媛県 愛媛県大洲市 681 246 36% 2018-07-07
2019 令和元年10月の低気圧 千葉県 佐倉市周辺 987 40 4% 2019-10-26
2019 令和元年10月の低気圧 千葉県 大網白里市・茂原市周辺 1421 33 2% 2019-10-26
2019 令和元年８月の前線に伴う大雨 佐賀県 六角川・牛津川 1928 477 25% 2019-08-28
2019 令和元年東日本台風 茨城県 久慈川水系（久慈川） 369 12 3% 2019-10-18
2019 令和元年東日本台風 長野県 信濃川水系（千曲川） 2872 398 14% 2019-10-18
2019 令和元年東日本台風 宮城県 吉田川水系（吉田川） 744 36 5% 2019-10-18
2019 令和元年東日本台風 埼玉県 荒川水系（入間川・越辺川・都幾川） 4930 388 8% 2019-10-18
2019 令和元年東日本台風 茨城県 那珂川水系（那珂川） 2129 108 5% 2019-10-18
2019 令和元年東日本台風 福島県, 宮城県 阿武隈川水系（阿武隈川） 6369 1195 19% 2019-10-18
2020 令和2年7月豪雨 福岡県 大牟田市 1664 712 43% 2020-07-03
2020 令和2年7月豪雨 熊本県 佐敷川及び湯浦川流域 238 74 31% 2020-07-03
2020 令和2年7月豪雨 山形県 最上川 891 23 3% 2020-07-29
2020 令和2年7月豪雨 熊本県 球磨川水系（球磨川） 1044 528 51% 2020-07-04
2020 令和2年7月豪雨 福岡県 矢部川水系（みやま） 270 61 23% 2020-07-08
2020 令和2年7月豪雨 大分県 筑後川水系（日田） 111 5 5% 2020-07-08
2020 令和2年7月豪雨 福岡県, 佐賀県 筑後川水系（筑後川） 4841 589 12% 2020-07-08
2021 令和3年7月1日からの大雨 静岡県 熱海市伊豆山・逢初川 128 21 16% 2021-07-03
2021 令和3年8月の大雨 佐賀県 六角川 329 22 7% 2021-08-15
2022 令和4年8月3日からの大雨 新潟県 村上市坂町周辺 155 32 21% 2022-08-03
合計 38,920            6,188 16%




